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会長

　

殿

　　　　
玉置雲髪薩摩
　　　　

経済産業省製造産業局

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和２年９月１７日

付け警察庁丙組組企発第２５４号、 警察庁警備局長から令和２年９月１７日付

け警察庁丙備企発第２２２号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知

らせします。
警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和２年９月１５日付け外

務省告示第３９０号により、 国家公安委員会委員長が令和２年９月１７日付け

国家公安委員会告示第４１号によりタリバーン関係者等のリストの改正 （弥一

表） を行ったところ、犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法

律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の届出

義務を徹底されたいというものです。

　

Ｉ ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。
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タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１４１）

　

この度、 別添のとおり 「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対

象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和２年９月１５日付

け外務省告示第３９０号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏ま
え我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項

の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和２年

９月１７日付け国家公安委員会告示第４１号） により資産（財産） 凍結措置等の対象とな
る者の一部が改正された。

　

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による

収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下 「犯罪収益移転防止法」 と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、
また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第

２２８ 号）及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法律第１２４号。 以下
「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されてし、るところである。最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を周知していただくととも

に、 Ｉ Ｓ ＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含

まれていることにも留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、 また、 タリバーン関係

者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、 よ

ろしくお取り計らい願いたい。
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ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

デ
ー
－

蛍
膳

凄
ザ
ザ
）

（ ａ
，
ｋ ，

ａ ，
：

（ ａ
）
Ｄ ａ

ｈ
Ｄ
ａ
ｈ

（ ｂ
）
Ａｂ

ｄ ｅ
ｌ ｒ

ａｈ
ねｏ
ｍ ａ

ｎ
（ ｃ
）
Ｂ
ｅｃ

ｈ ｉ
ｒ）

称
号
：
不
明

役
職
：
不
明

　　

　

　 　　
　

霊

　

び
）

　　　　

エ

　　

特

　

別

　

手

　

配

　

書

　

の

　

ウ

　

ェ

　

ブ

　

・

　

リ

　

ン

　

ク

　

：

　　　　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

　　　　　　　　

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
Ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｔ
ｉ
ｅ
ｓ

［
１

８
６
‐

～
３

５
３
．

　

同
左
］

３
５

４
．

ム
ー

サ
・

ペ
ン
・

オ
マ

ル
・

ペ
ン
・

ア
リ

・
エ

サ
ア

デ
ィ

御
Ｊ
名

：
（ ａ
）

ダ
ウ

・
ダ

ウ
（ｂ
）
ア

ブ
デ

ル
ラ

フ
マ

ン
（ ｃ
）
ベ

シ
ー

ル
）

Ｍ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
Ａ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

　

Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｒ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｌ
工

　

Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｄ
工

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

デ
ー
－

凄
Ｆ

α
ヂ
“

（ ａ
）
Ｄ ａ

ｈ
Ｄ
ａ
ｈ

（ｂ
）
Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
ｌ
ｒ
ａ
ｈ
圃
ａ
ｎ

（ ｃ
）
Ｂ
ｅ
ｃ
ｈ
ｉ
ｒ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不

明

生
年

月
日

：
１

９
６

４
年

１
２
月

４
日

出
生

地
：
Ｔ
ａ
ｂ
ａ
ｒ
ｋ
ａ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア

旅
券
番

号
：

チ
ュ
ニ

ジ
ア
旅

券
Ｌ
３
３
５
９
１
５

（
１

９
９

６
年

１
１

月
８

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ・

生
年
月

日
：

１
９

６
４

年
１

２
月

４
日

出
生

地
：
Ｔ
ａ
ｂ
ａ
ｒ
ｋ
ａ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア
旅

券
Ｌ
３
３
５
９
１
５

（
１

９
９

６
年

１
１
月

８

日
イ

タ
リ

ア
の

ミ
ラ

ノ
に

て
発

行
、

２
０

０
１・

年
１

１
月

７
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ
番

号
：
不
明

住
所
：

チ
ュ

ニ
ジ
ア

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
０

３
年

６
月

２
５

日
（
２

０

０
５

年
１

２
月

２
０

日
、

２
０

０
７

年
１

０
月

１
７

日
、

２
０

０
９
年

８
月

１
０

日
、
２

０
１

１
年

５
月

１
６

日
、
２

０
１

２
年

７
月

２
０

日
、

２
０

１
９

年
１

２
月

６
日

及
び
２

０
２

０
年

９
月

１
０
日

に
改
訂
）

そ
の
他

の
情
報
：
イ

タ
リ
ア

当
局

に
よ
る

裁
判

か
ら
逃
亡
中
と

考
え
ら

れ
て

い
る

（
２

０
１

９
年

１
０

月
時

点
） 。

２
０

１
１

年
に

ス
ー

ダ
ン ２

　

日
イ

タ
リ

ア
の

ミ
ラ

ノ
に

て
発

行
、

２
０

０
１

年
１

１
月

７
日

失
効
）

　

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

　

住
所

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

　

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
０

３
年

６
月

２
５

日
（
２

０

　

０
５

年
１

２
月

２
０

日
、

２
０

０
７

年
１

０
月

１
７

日
、

２
０

０
９
年

　

８
月

１
０

日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日
、

２
０

１
２

年
７

月
２

０
日

　

及
び

２
０

１
９

年
１

２
月

６
日

に
改
訂
）

　

そ
の
他
の
情

報
：
イ

タ
リ

ア
当
局

に
よ
る
裁
判

か
ら
逃
亡

中
と
考

え
ら

　

れ
て

い
る

（
２

０
０

９
年

１
１

月
時

点
） 。

２
０

１
１

年
に

ス
ー

ダ
ン



　　　

を
離

れ
、

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

移
る
。

　　　

国
連

安
全
保

障
理
事
会
決
議

第
１

８
２

２
号

（
２

０
０

８
年
）

に
基

づ

　　　

く
見

直
し

は
２

０
１

０
年

６
月

１
５
日

に
終
了

し
た
。
国
連

安
全
保

障

　　　

理
事

会
決

議
第

２
３

６
８

号
（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２

　　　

０
１

９
年

１
２

月
４

鋤
こ
終

了
し
た
。
同

人
に

対
す

る
イ

ン
タ

ー
ポ

ー

　　　

ル
（
国
際
刑

事
警
察
機

構
）
・
国
連

安
全
保

障
理
事
会

特
別

手
配
書
の

　　　

ウ
ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐

　　　

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

［
３

５
５
・
ー
～

３
５

６
‐

　

略
コ

３
５

７
．

ハ
リ

ー
ル
・
ペ

ン
・
ア

フ
メ

ド
・
ペ

ン
・
モ

ハ
メ

ド
・

ジ
ャ

ラ
ー

ヤ
（Ｂ

ｑ

　　　

名
：
（ ａ
）
ハ

リ
ー

ル
・

ヤ
ラ

ー
ヤ
（ｂ
）
ペ

ン
・

ナ
ル

バ
ン

・
ア

ブ
デ

ル
・

　　　

ア
ジ

ー
ズ

（ １
９
７
０
年
８
月

１５
日
、

旧
ユ

ー
ゴ

ス
ラ

ビ
ア

の
セ

レ
カ

　　　　

（Ｓ
ｅｒ

ｅｋ
ａ）

に
お

い
て

出
生
）

（ ｃ
）
ア

ブ
デ

ル
・

ア
ジ

ー
ズ

・
ペ

ン
・

　　　　

ナ
ル

バ
ン

（
１９

７０
年
８
月

１５
日
、

旧
ユ

ー
ゴ

ス
ラ

ビ
ア

の
セ

レ
カ

　　　　

（ｓ
ｅ
ｒ ｅ

ｋ ａ
）

に
お

い
て

出
生
）

（ｄ
）
ア

ム
ロ
（ ｅ
）
オ

マ
ル
（ｆ
）
ア

ム
ル

ー

　　　

（ ｇ
）

ア
ム

ル
）

　　　　　　　

Ｋ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｌ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
ＨＭ

Ｅ
Ｄ

Ｂ
ＥＮ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
Ｙ
Ａ

　　　

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

も１
浄

ふ
り
．

Ｕ

　

Ｊ
一
二！

　

蛍
遇
さ）

（ ａ
，
ｋ ．

ａ ，
：

　　　　

（ ａ
）
Ｋ
ｈ
ａ
ｌ
ｉ
Ｉ

　

Ｙ
ａ
ｒ
ｒ
ａ
ｙ
ａ

（ ｂ
）
Ｂ
ｅ
ｎ

　

Ｎ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｎ

　

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
Ｉ

　

Ａ
ｚ
ｉ
ｚ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
５

　　　　

Ａ
ｕ
ｇ ．

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

　

ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｋ
ａ ，

ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｒ

Ｙ
ｕ
ｇ
ｏ
ｓ
ｌ
ａ
ｖ
ｉ
ａ

（ ｃ
）
Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
Ｉ

　

Ａ
ｚ
ｉ
ｚ

　　　　　　　

Ｂ
ｅ
ｎ

　

Ｎ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｎ ，

　

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

１
５

　

Ａ
ｕ
ｇ ．

　

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

　

ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｋ
ａ ，

ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｒ

Ｙ
ｕ
ｇ
ｏ
ｓ
ｌ
ａ
ｖ
ｉ
ａ

（ｄ
）
Ａ
ｍ
ｒ
ｏ

（ ｅ
）
ｏ
ｍ
ａ
ｒ

（ｆ
）
Ａ
ｍ
ｒ
ｏ
ｕ

（ ｇ
）
Ａ
ｍ
ｒ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不

明

　　　

を
離

れ
、

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

移
る
。

　　　

国
連
安
全
保

障
理

事
会

決
議
第

１
８

２
２

号
（
２

０
０

８
年
）

に
基

づ

　　　

く
見

直
し

は
２

０
１

０
年

６
月

１
５
日

に
終
了

し
た
。
国
連
安

全
保

障

　　　

理
事

会
決

議
第

２
３

６
８

号
（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２

　　　

０
１

９
年

１
２

月
４

日
むこ

終
ｒ

し
た
。
同

人
に

対
す

る
イ

ン
タ

ー
ポ

ー

　　　

ル
（
国
際
刑

事
警
察
機
構
）
・
国
連

安
全
保

障
理
事
会
特
別

手
配

書
の

　　　　

ウ
ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐

　　　　

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

［
３

５
５
．

～
３

５
６
．

　

同
左
］

３
５

７
．

ハ
リ

ー
ル
・
ペ

ン
・
ア

フ
メ

ド
・
ペ

ン
・
モ

ハ
メ

ド
・

ジ
ャ

ラ
ー

ヤ
（
別

　　　

名
；
（ ａ
）
／・

リ
ー

ル
・

ヤ
ラ

ー
ヤ
（ ｂ
）
ペ

ン
・

ナ
ル

バ
ン

・
ア

ブ
デ

ル
・

　　　

ア
ジ

ー
ズ

（１
９
７０

年
８
月

１５
日
、

旧
ユ

ー
ゴ

ス
ラ

ビ
ア

の
セ

レ
カ

　　　　

（Ｓ
ｅｒ

ｅｋ
ａ）

に
お

い
て

出
生
）

（ ｃ
）
ア

ブ
デ

ル
・

ア
ジ

ー
ズ

・
ペ

ン
・

　　　

ナ
ル

バ
ン

（
１９

７０
年
８
月

１５
日
、

旧
ユ

ー
ゴ

ス
ラ

ビ
ア

の
セ

レ
カ

　　　　

（Ｓ
ｅｒ

ｅｋ
ａ）

に
お

い
て

出
生
）

（ｄ
）
ア

ム
ロ
（ ｅ
）
オ

マ
ル
（ ｆ
）
ア

ム
ル

ー

　　　

（ ｇ
）

ア
ム

ル
）

　　　　　　　

Ｋ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｌ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
Ｙ
Ａ

　　　

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

も１
茅

＊
￥

凄
』
１

α
』
）

（ ａ
，
ｋ ．

ａ ．
：

　　　　

（ ａ
）
Ｋ
ｈ
ａ
ｌ
ｉ
Ｉ

　

Ｙ
ａ
ｒ
ｒ
ａ
ｙ
ａ

（ｂ
）
Ｂ
ｅ
ｎ

　

Ｎ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｎ

　

Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
Ｉ

　

Ａ
ｚ
ｉ
ｚ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
５

　　　　

Ａ
ｕ
ｇ ．

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

　

ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｋ
ａ ，

ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｒ

Ｙ
ｕ
ｇ
ｏ
ｓ
ｌ
ａ
ｖ
ｉ
ａ

（ ｃ
）
Ａ
ｂ
ｄ
ｅ
Ｉ

　

Ａ
ｚ
ｉ
ｚ

　　　　　　

Ｂ
ｅ
ｎ

　

Ｎ
ａ
ｒ
ｖ
ａ
ｎ ，

　

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

１
５

　

Ａ
ｕ
ｇ ．

　

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

　

ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｋ
ａ ，

ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｒ

　　　　

Ｙ
ｕ
ｇ
ｏ
ｓ
ｌ
ａ
ｖ
ｉ
ａ

（ｄ
）
Ａ
ｍ
ｒ
ｏ

（ ｅ
）
ｏ
ｍ
ａ
ｒ

（
ｆ）

Ａ
ｍ
ｒ
ｏ
ｕ

（ ｇ
）
Ａ ＝

旺
）

　　　

称
号

：
不

明

　　　

役
職

：
不

明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

“



生
年

月
日

：
１

９
６

９
年

２
月

８
日

出
生

地
：
Ｓ
ｆ
ａ
ｘ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア
旅

券
Ｋ９

８９
８９

５
（
１

９
９

５
年

７
月

２
６

日

Ｇ
ｅ
ｎ
ｏ
ａ ，

工
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

に
お

い
て

発
行
、

２
０

０
０

年
７

月
２

５
日
失
効
）

Ｉ
Ｄ
番

号
：
不
明

住
所

：
Ｎ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ ，

工
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制
裁

委
員
会

に
よ
る
指

定
日
：
２

０
０

３
年

６
月

２
５

日
（
２

０

０
４

年
１

１
月

２
６

日
、

２
０

０
５

年
１

２
月

２
０

日
、

２
０

０
７

年

１
０

月
１

７
日
、

２
０

０
８

年
９
月

１
６

日
、

２
０

０
９
年
３
月

２
４

日
、

８
月

１
０

日
、

２
０

１
０

年
８

月
６

日
、

２
０

１
９

年
１

２
月

６

日
及

び
２

０
２

０
年

９
月

１
０
日

に
改
訂
）

　　　

そ
の

他
の

情
報
：
テ

ロ
行

為
に

関
す

る
事

件
に

関
係

し
て

い
る

た
め

２

　　　

０
０

８
年

８
月

９
日

以
降

イ
タ

リ
ア

に
お

い
て

拘
留

さ
れ

て
い

た
。
２

　　　

０
１

５
年

２
月

２
４

日
に

イ
タ

リ
ア

か
ら

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

追
放

さ
れ

　　　

た
国
連
安

全
保

障
理

事
会
決
議

第
１

８
２

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に

　　　

基
づ

く
見

直
し

は
２

０
１

０
年

６
月

１
５
日
をこ

終
了

し
た
。
国
連
安
全

　　　

保
障
理

事
会
決
議
第
２

３
６
８

号
（
２
０
１

７
年
）

に
基
づ
く

見
直

し

　　　

は
２

０
１

９
年

１
２
月

４
日
む こ

終
了

し
た
。
同

人
に

対
す

る
イ

ン
タ

ー

　　　

ポ
ー

ル
（
国
際
刑

事
警
察
機

構
）
・
国
連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

　　　

書
の

ウ
ェ

ブ
・
リ

ン
ク
：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐

　　　

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

［
３

５
８
‐
．
～

３
９

６
．

　

略
］

３
９

７
‐

サ
イ

ド
．
ペ

ン
．
ア

ブ
ド
ウ

ル
ハ

キ
ー

ム
・
ペ

ン
・

オ
マ

ー
ル
・

ア
ル

・ ４

生
年

月
日

：
１

９
６

９
年

２
月

８
日

出
生

地
：
Ｓ
ｆ
ａ
ｘ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ
ニ

ジ
ア
旅

券
Ｋ
９
８
９
８
９
５

（
１

９
９

５
年

７
月

２
６

日

Ｇ
ｅ
ｎ
ｏ
ａ ，

工
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

に
お

い
て

発
行
、

２
０

０
０

年
７
月

２
５
日

失
効
）

‐
Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：
Ｎ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ ，

工
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る
指
定
日
：
２

０
０

３
年

６
月

２
５

日
（
２

０

０
４

年
１

１
月

２
６

日
、

２
０

０
５

年
１

２
月

２
０

日
、

２
０

０
７

年

１
０

月
１

７
日
、

２
０

０
８

年
９
月

１
６

日
、

２
０

０
９

年
３
月

２
４

日
、

８
月

１
０

日
、

２
０

１
０

年
８
月

６
日

及
び

２
０

１
９

年
１

２
月

６
日

に
改
訂
）

そ
の
他

の
情
報
：
テ
ロ

行
為

に
関
す
る

事
件

に
関
係

し
て

い
る

た
め
２

０
０

８
年

８
月

９
日

以
降

イ
タ

リ
ア

に
お

い
て

拘
留

さ
れ

て
い

る
。
国

連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
１
８

２
２

号
（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

６
月

１
５
日

に
終
了

し
た
。
国
連

安
全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

３
６

８
号

（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
１

２
月

４
日
を こ

終
了

し
た
。
同

人
に

対
す

る
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国
際
刑
事
警
察
機
構
）
・
国
連
安
全
保
障
理
事
会
特
別
手
配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
Ｌ

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
ん
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

［
３

５
８
．

～
３

９
６
．

　

同
左
］

３
９

７
．

サ
イ

ド
．

ペ
ン
．
ア

ブ
ド
ウ

ル
ハ

キ
ー

ム
・
ペ

ン
・

オ
マ

ー
ル

・
ア

ル
・



シ
ェ

リ
ー

フ
（
別

名
：

際
）

シ
ェ

リ
ー

フ
・

サ
イ

ド
、

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に
て

出
生

（ｂ
）

ビ
ン

ハ
モ

ダ
・

ホ
ク

リ
、

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の
Ｓ ｏ

ｓａ
に

て
山

生
（ ｃ
）

フ

ク
リ

フ
・

ア
タ

フ
、

１
９

７
１

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の

Ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
に

て
出

生
（ｄ

）
ビ

ン
・

ホ
モ

ダ
・

チ
ョ

ク
リ
、

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の
チ

ュ
ニ

ス
に

て
出

生
（ ｅ
）
ア

テ
フ

・
シ

ェ

リ
ー

フ
、

１
９

７
３

年
１

２
月

１
２

日
に

ア
ル

ジ
ェ

リ
ア

に
て

出
生

（ｆ
）

シ
ェ

リ
ー

フ
・

ア
タ

フ
、

１
９

７
３

年
１

２
月

１
２
日

に
ア
ル

ジ

ェ
リ

ア
の
Ａ
ｒ
ａｓ

に
て

出
生
（ ｇ
）
ア

タ
フ

・
シ

ェ
リ

ー
フ

・
サ

イ
ド
、

１

９
７

３
年

１
２

月
１

２
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の
チ

ュ
ニ

ス
に

て
出

生
（ｈ
）

シ
ェ

リ
ー

フ
・

サ
イ

ド
、

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の

チ
ュ

ニ
ス

に
て

出
生
（ ｉ
）
シ

ェ
リ

ー
フ

・
サ

イ
ド
、

１
９

７
３

年
１

２

月
１

２
日

に
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア
に

て
出

生
（ ｊ
）
ジ

ャ
ラ

ル
（ｋ
）
ユ

ー
セ

フ

（ １
）
ア

ブ
・

サ
ル

マ
ン
（ ｍ
）
サ

イ
ド
・

テ
ミ

ミ
）

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｈ
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｍ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｒ

Ａ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｆ

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

　

雪
，
測

　

膳

　

α

　

ぜ
一

　

事

　

α

　

｝
－
）

（ ａ
．
ｋ ．

ａ
三
（ ａ
）
Ｃｈ

ｅｒ
ｉ
ｆ

ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
５

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

ｉ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｂ
）
Ｂ
ｉ
ｎ
ｈ
ａ
ｍ
ｏ
ｄ
ａ

Ｈ
ｏ
ｋ
ｒ
ｉ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
５

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

ｉ
ｎ

ｓ
ｏ
ｓ
ａ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｃ
）
Ｈ
ｃ
ｒ
ｉ
ｆ

Ａ
ｔ
ａ
ｆ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
５

　

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
１

ｉ
ｎ

ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ｄ
）
Ｂ
ｉ
ｎ

　

Ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
ｄ
ａ

　

Ｃ
ｈ
ｏ
ｋ
ｒ
ｉ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
５

　

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

　

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｅ
）
Ａ
ｔ
ｅ
ｆ

Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

（ ｆ
）
Ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

　

Ａ
ｔ
ａ
ｆ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

　

Ａ
ｒ
ａ
ｓ ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

（ ｇ
）
Ａ
ｔ
ａ
ｆ

　

Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

　

Ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

　

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ｈ
）
Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

　

ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
５

　

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

　

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

５

シ
ェ

リ
ー

フ
（
別

名
：
（ ａ
）

シ
ェ

リ
ー

フ
・

サ
イ

ド
、

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に
て

出
生

（ｂ
）

ビ
ン

ハ
モ

ダ
・

ホ
ク

リ
、

１
９

７
０

年
１

月
◆ ２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の
Ｓ
ｏｓ

ａ
に

て
山

生
（ ｃ
）

フ

ク
リ

フ
・

ア
タ

フ
、

１
９

７
１

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の

Ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
に

て
出

生
（
ｄ ）

ビ
ン

・
ホ

モ
ダ

・
チ

ョ
ク

リ
、

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の
チ

ュ
ニ

ス
に

て
出

生
（ ｅ
）
ア

テ
フ

・
シ

ェ

リ
ー

フ
、

１
９

７
３

年
１

２
月

１
２

日
に

ア
ル

ジ
ェ

リ
ア

に
て

出
生

（ｆ
）

シ
ェ

リ
ー

フ
・

ア
タ

フ
、

１
９

７
３

年
１

２
月

１
２

日
に

ア
ル

ジ

ェ
リ

ア
の
Ａ ｒ

ａ ｓ
に

て
出

生
（ ｇ
）
ア

タ
フ

・
シ

ェ
リ

ー
フ

・
サ

イ
ド
、

１

９
７

３
年

１
２

月
１

２
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の
チ

ュ
ニ

ス
に

て
出

生
（ｈ
）

シ
ェ

リ
ー

フ
・

サ
イ

ド
、

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

に
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の

チ
ュ

ニ
ス

に
て

出
生
（ｉ
）
シ

ェ
リ

ー
フ

▲
サ

イ
ド
、

１
９

７
３

年
１

２

月
１

２
日

に
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア
に

て
出

生
（ ｊ
）

ジ
ヤ

ラ
ル
（ ｋ
）
ユ

ー
セ

フ

（１
）
ア

ブ
・

サ
ル

マ
ン
（ ｍ
）
サ
イ

ド
・

テ
ミ

ミ
）

Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｄ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

　

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｈ
Ａ
Ｋ
工
Ｍ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

　

Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｒ

　

Ａ
Ｌ
‐
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｆ

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

　

争
，
却１

　

ノ
キ

　

蛍

　

涛
一

　

事

　

α

　

平
一）

　

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．
：
（ ａ

）
Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
５

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

ｉ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ｂ
）
Ｂ
ｉ
ｎ
ｈ
ａ
ｍ
ｏ
ｄ
ａ

Ｈ
ｏ
ｋ
ｒ
ｉ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
５

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

ｉ
ｎ

ｓ
ｏ
ｓ
ａ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｃ
）
Ｈ ｃ

ｒｉ
ｆ

Ａ
ｔ
ａ
ｆ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
５

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
１

ｉ
ｎ

ｓ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ｄ
）
Ｂ
ｉ
ｎ

　

Ｈ
ｏ
ｍ
ｏ
ｄ
ａ

　

Ｃ
ｈ
ｏ
ｋ
ｒ
ｉ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
５

　

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

　

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｅ
）
Ａ
ｔ
ｅ
ｆ

Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
２

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

（ｆ
）
Ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

　

Ａ
ｔ
ａ
ｆ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

　

Ａ
ｒ
ａ
ｓ ，

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

　

（ ｇ
）
Ａ
ｔ
ａ
ｆ

　

Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

　

Ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

　

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ｈ
）
Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

　

ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
５

　

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
０

　

ｉ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，



Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｉ
）
Ｃｈ

ｅｒ
ｉ
ｆ

ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
２

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

（ ｊ
）

Ｄ
ｉ
ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｌ

（ｋ
）
Ｙ
ｏ
ｕ
ｃ
ｅ
ｆ

（１
）
Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

ｓ
ａ
ｌ
ｍ
ａ
ｎ

（ ｍ
）
Ｓ
ａ
ｉ
ｄ

Ｔ
ｍ
ｉ
ｍ
ｉ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不

明

生
年
月

日
：

１
９

７
０

年
１

月
２

５
日

出
生

地
：
Ｍ
ａｎ

ｚ
ｉＩ

Ｔ
ｍ
ｉ
ｍ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍
：
チ
ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ
ニ

ジ
ア
旅

券
Ｍ３

０７
９６

８
（
２

０
０

１
年

９
月

８
日
発

行
、

２
０

０
６

年
９
月

７
日
失
効
）

Ｉ
Ｄ
番

号
：
不
明

住
所

：
Ｃ
ｏ
ｒ
ｓ
ｏ

Ｌ
ｏ
ｄ
ｉ

５
９ ，

Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ ，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制
裁
委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
０

３
年

１
１
月

１
２

日
（
２

０
０

５
年

１
２
月

２
０

日
、

２
０

０
７

年
１

２
月

２
１

日
、

２
０

０
９

年
１

月
３

０
日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日
、

２
０

１
９

年
１

２
月

６

日
及

び
２

０
２

０
年

９
月

１
０
日

に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
母

親
の

名
前

は
、

Ｒ ａ
ｄｈ

ｉ ｙ
ａｈ

Ｍ ａ
ｋｋ

ｉ 。
２

０
０
８

年

２
月

７
日

に
、

イ
タ

リ
ア

・
ミ

ラ
ノ

上
訴

法
廷

に
て

テ
ロ

組
織

に
属

し

て
い

た
と

し
て

８
年

１
０

ヶ
月

の
懲

役
判

決
を

受
け

る
。

同
判

決
は

２

０
０

９
年

１
月

１
５
日

に
イ

タ
リ
ア
最

高
裁

に
て
認

め
ら
れ
、
２

０
０

８
年

２
月

を
も

っ
て

同
判

決
は

確
定

と
な

っ
た
。

２
０

１
３

年
１

１
月

２
７

日
に

イ
タ

リ
ア

か
ら

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

追
放

さ
れ

た
。

国
連

安
全

保

障
理
事
会

決
議
第
１

８
２

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は

２
０

１
０

年
５

月
６
日

に
終
了

し
た
。

国
連
安

全
保

障
理

事
会

決
議
第

２
３

６
８

号
（
２
０
１

７
年
）

に
基
づ
く

見
直

ｕ
ま
２

０
１

９
年

１
２

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ｉ
）
Ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ

ｓ
ａ
ｉ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
２

　

Ｄ
ｅ
ｃ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

（ ｊ
）

Ｄ
ｉ
ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｌ

（ｋ
）
Ｙ
ｏ
ｕ
ｃ
ｅ
ｆ

（１
）
Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

ｓ
ａ
ｌ
ｍ
ａ
ｎ

（ ｍ
）
Ｓ
ａ
ｉ
ｄ

Ｔ
ｍ
ｉ
ｍ
ｉ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不

明

生
年

月
日

：
１

９
７

０
年

１
月

２
５

日

出
生

地
：
Ｍ ａ

ｎｚ
ｉＩ

Ｔ
ｍ
ｉ
ｍ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ
ニ

ジ
ア
旅

券
Ｍ
３０

７９
６８

（
２

０
０

１
年

９
月

８
日
発

行
、

２
０

０
６

年
９
月

７
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ
番

号
：

不
明

住
所

：
Ｃ
ｏ
ｒ
ｓ
ｏ

Ｌ
ｏ
ｄ
ｉ

５
９ ，

Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ ，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制

裁
委
員
会

に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

（
２

０
０

５
年

１
２

月
２

０
日
、

２
０

０
７

年
１

２
月

２
１

日
、

２
０

０
９

年
１

月
３

０
日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日

及
び

２
０

１
９

年
１

２
月

６
鋤
こ
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
母

親
の

名
前

は
、

Ｒ
ａ
ｄｈ

ｉ
ｙａ

ｈ
Ｍ
ａｋ

ｋｉ
。

２
０

０
８

年

２
月

７
日

に
、

イ
タ

リ
ア
・
ミ

ラ
ノ

上
訴

法
廷

に
て

テ
ロ

組
織

に
属

し

て
い

た
と

し
て

８
年

１
０

ヶ
月

の
懲

役
判

決
を

受
け

る
。
同

判
決

は
２

０
０

９
年

１
月

１
５

織
こ
イ

タ
リ

ア
最

高
裁

に
て

認
め

ら
れ
、
２

０
０

８
年

２
月

を
も
っ

て
同
判

決
は
確

定
と

な
っ

た
。
服
役
後

に
イ

タ
リ
ア

か
ら
チ
ュ

ニ
ジ
ア

へ
強
制

退
去

の
予
定
。
国

連
安

全
保

障
理
事
会
決
議

第
１

８
２

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

５

月
６
日

に
終

了
し
た
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

３
６

８
号

（
２
０
１

７
年
）
に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

９
年

１
２
月

４
日
むこ

終



月
４
日

に
終
了

し
た
。

同
人
に
対
す
る
イ

ン
タ
ー

ポ
ー

ル
（
国
際
刑

事

警
察
機

構
）
・
国
連

安
全
保

障
理
事

会
特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・
リ

ン

ク

　　　　

．

　　　　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

３
９

８
‐

イ
メ

ー
ド
・

ペ
ン

・
メ

ッ
キ

・
ザ

ル
カ

ー
ウ

ィ
ー

（
別

名
：
（ ａ
）

ド
ー

ル
・

ナ
ド
ル
、

１
９

７
４

年
１

月
１

５
日

に
モ

ロ
ッ

コ
に

て
出

生
（ｂ
）

ド
ー

ル
・
ナ

ド
ル
、

１
９

７
３

年
１

月
１

５
日

に
モ

ロ
ッ

コ
に

て
出

生

（ ｃ
）
ダ

ー
ル

・
ナ

ド
ル
、

１
９

７
５

年
３

月
３

１
日

に
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

に
て

出
生
（ ｄ
）
イ

マ
ー

ド
・

ペ
ン

・
ア

ル
メ

ッ
キ

・
ペ

ン
・

ア
ル

・
ア

フ
ダ

ル
・

ア
ル

・
ザ

ル
カ

ー
ウ

イ
（ ｅ
）
ザ

ル
ガ

（ｆ
）

ナ
ド
ラ
）

Ｉ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｍ
Ｅ
Ｋ
Ｋ
工

　

Ｚ
Ａ
Ｒ
Ｋ
Ａ
Ｏ
Ｕ
１

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

凄
，Ｕ

Ｊ
Ｊ
学」

凄
ふ
； ）

（
ａ ．

ｋ ．
ａ ．

：
（ ａ

）
Ｄ
ｏ
ｕ
ｒ

Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ｅ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
５

　

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
４

　

ｉ
ｎ

　

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ｂ
）

Ｄ
ｏ
ｕ
ｒ

　

Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ｅ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
５

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ ｃ
）
Ｄ
ａ
ｏ
ｕ
ｒ

Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ｅ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

３
１

Ｍ
ａ
ｒ ．

１
９
７
５

ｉ
ｎ

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

（ｄ
）
ｌ
ｍ
ａ
ｄ

ｂ
ｅ
ｎ

ａ
ｌ
‐
Ｍ
ｅ
ｋ
ｋ
ｉ

ｂ
ｅ
ｎ

ａ
ｌ
‐
Ａ
ｋ
ｈ
ｄ
ａ
ｒ

ａ
ｌ
－
Ｚ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ

（ ｅ
）
Ｚ
ａ
ｒ
ｇ
ａ

（ｆ
）
Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ａ）

称
号
：
不
明

役
職
：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
７

３
年

１
月

１
５

日

出
生

地
：

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番
号
：
チ
ュ
ニ

ジ
ア
旅

券
Ｍ１

７ ４
９５

０
（
１

９
９

９
年

４
月

２
７
日

発
行
、

２
０

０
４

年
４
月

２
６
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ
番

号
：
不
明

７

３

　

９

　

８

了
し
た
。

同
人

に
対
す
る
イ

ン
タ

ー
ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機
構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－

Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

イ
メ

ー
ド
・

ペ
ン

・
メ

ッ
キ

・
ザ

ル
カ

ー
ウ

イ
ー

（
別

名
：
（ ａ
）

ド
ー

ル
・
ナ

ド
ル
、

１
９

７
４

年
１

月
１

５
日

に
モ

ロ
ッ

コ
に

て
出

生
（ｂ
）

ド
ー

ル
・
ナ

ド
ル
、

１
９

７
３

年
１

月
１

５
日

に
モ

ロ
ッ

コ
に

て
出

生

（ ｃ
）
ダ

ー
ル

・
ナ

ド
ル
、

１
９

７
５

年
３

月
３

１
日

に
ア

ル
ジ

ェ
リ

ア

に
て

出
生
（ｄ
）
イ

マ
ー

ド
・

ペ
ン

・
ア

ル
メ

ッ
キ

・
ペ

ン
・

ア
ル

・
ア

フ
ダ

ル
・

ア
ル

・
ザ

ル
カ

ー
ウ

ィ
（ ｅ
）
ザ

ル
ガ

（ｆ
）

ナ
ド
ラ
）

Ｉ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

　

Ｍ
Ｅ
Ｋ
Ｋ
Ｉ

　

Ｚ
Ａ
Ｒ
Ｋ
Ａ
Ｏ
Ｕ
１

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

享
義
“

ふ
α

Ｊ
ｋ
）

（
ａ ，

ｋ ，
ａ ，

：
（ ａ

）
Ｄ
ｏ
ｕ
ｒ

Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ｅ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
５

　

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
４

　

ｉ
ｎ

　

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ｂ
）

Ｄ
ｏ
ｕ
ｒ

　

Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ｅ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

１
５

Ｊ
ａ
ｎ ．

１
９
７
３

　

ｉ
ｎ

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ ｃ
）
Ｄ
ａ
ｏ
ｕ
ｒ

Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ｅ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

３
１

Ｍ
ａ
ｒ ．

１
９
７
５

ｉ
ｎ

Ａ
Ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ

（ｄ
）
工
ｍ
ａ
ｄ

ｂ
ｅ
ｎ

ａ
ｌ
‐
Ｍ
ｅ
ｋ
ｋ
ｉ

ｂ
ｅ
ｎ

ａ
ｌ
‐
Ａ
ｋ
ｈ
ｄ
ａ
ｒ

ａ
ｌ
‐
Ｚ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ

（ ｅ
）
Ｚ
ａ
ｒ
ｇ
ａ

（ｆ
）
Ｎ
ａ
ｄ
ｒ
ａ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
７

３
年

１
月

１
５

日

出
生

地
：

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ
ュ

ニ
ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア
旅

券
Ｍ１

７４
９５

０
（
１

９
９

９
年

４
月

２
７

日

発
行
、

２
０

０
４

年
４
月

２
６
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ

番
号
；
不

明



住
所

：
４
１
‐
４
５ ，

Ｒ
ｕ
ｅ

Ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ

寸

　

ｏ
ｒ
ｖ
ｅ
ｓ ，

Ｐ
ｒ
ｅ

ｓ
ａ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｇ
ｅ
ｒ
ｖ
ａ
ｉ
ｓ ，

Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ

３
９

９
‐

カ
マ
ノ
レ

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

３
年

１
１
月

１
２

日
（
２

０
０

５
年

１
２

月
２

０
日
、

２
０

０
６

年
７
月

３
１

日
、

２
０

０
９

年

８
月

１
０

日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日
、

２
０

１
９

年
１

２
月

６
日

及
び
２

０
２

０
年

９
月

１
０

日
に

改
訂
）

　　　　　　　　

．

そ
の
他
の
情

報
：
母

親
の

名
前

は
Ｚｉ

ｎ
ａ

ａ
ｌ
‐
Ｚ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ 。

イ
タ

リ
ア

・

ミ
ラ

ノ
上

訴
法

廷
に

て
７

年
１

ヶ
月

の
懲

役
判

決
を

受
け

る
。
２

０
１

４
年

３
月

３
１

日
に
早
期

釈
放
さ
れ
た
。
国
連
安

全
保

障
理

事
会
決
議

第
１

８
２

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

５

月
６
日

に
終
了

し
た
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

３
６

８
号

（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
１

２
月

４
日
むこ

終

了
し
た
。

同
人

に
対
す
る
イ

ン
タ

ー
ポ
ー
ル

（
国
際
刑

事
警
察
機
構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐

Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
工
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

マ
ル

．
ペ

ン
．

マ
ウ

エ
ル

デ
ィ

・
ペ

ン
・

ハ
ッ

サ
ン

・
ア

ル
・

ハ
ム

ラ
ウ

ィ

　

御
ｉ
名

：
際
し
・
ム

ロ
ウ

ィ
・

カ
メ

ル
・

ペ
ン

・
モ

ウ
ル

デ
ィ

（ｂ
）
ハ

ム
ラ

ウ
ィ

・
カ

メ
ル
、

１
９

７
７

年
１

１
月

２
１

日
に

モ
ロ

ッ

コ
に

て
出

生
（ ｃ
）
ハ

ム
ラ

ウ
ィ

・
カ

メ
ル
、

１
９

７
７

年
１

１
月

２
１

日
に

チ
ュ

ご
ジ

ア
に

て
出

生
（ｄ
）
ハ

ム
ラ

ウ
イ

・
カ

メ
ル
、

１
９

７
７

年
１

０
月

２
１

日
に

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

て
出

生
（ ｅ
）
カ

メ
ル
（ ｆ
）
キ

モ
）

Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｌ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｍ
Ａ
Ｏ
Ｅ
Ｌ
Ｄ
Ｉ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ｎ

Ａ
Ｌ
‐
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ａ
Ｏ
Ｕ
工

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

享
ｊｌ

メ
－
－
○
≠

凄
嵯
山

声
虜

山
‘
）

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．
：

３

　

９

　

９

　

住
所

：
４
１
‐
４
５ ，

Ｒ
ｕ
ｅ

Ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ

寸

　

ｏ
ｒ
ｖ
ｅ
ｓ ，

Ｐ
ｒ
ｅ

ｓ
ａ
ｉ
ｎ
Ｌ

Ｇ
ｅ
ｒ
ｖ
ａ
ｉ
ｓ ，

　

Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ

　

国
連
制
裁

委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
０

３
年

１
１
月

１
２

日
（
２

　

０
０

５
年

１
２
月

２
０

日
、

２
０

０
６

年
７
月

３
１

日
、

２
０

０
９

年

　

８
月

１
０

日
、
２

０
１

１
年

５
月

１
６

日
及

び
２

０
１

９
年

１
２

月
６

　

日
に

改
訂
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

そ
の

他
の

情
報

：
母

親
の

名
前

は
Ｚ
ｉ ｎ

ａ
ａ
ｌ
‐
Ｚ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ 。

テ
ロ

組
織

と

　

関
連

し
た
犯

罪
の

共
謀
の

罪
で
２

０
１

０
年

２
月

１
日

よ
り

フ
ラ

ン

　

ス
に
て
服
役
中
・
国
連

安
全
保

障
理

事
会
決
議
第

１
８

２
２

号
（
２

０

　

０
８

年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

５
月

６
田
こ
終

了
し

た
。

　

国
連
安
全
保

障
理
事
会
決
議
第

２
３

６
８

号
（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ

　

く
見

直
し

は
２

０
１

９
年

１
２
月

４
田
こ
終
了

し
た
。
同

人
に

対
す
る

　

イ
ン
タ
ー

ポ
ー
ル

（
国
際
刑

事
警

察
機

構
）
・

国
連

安
全
保

障
理

事
会

特

　

別

　

手

　

配

　

書

　

の

　

ウ

　

ェ

　

ブ

　

・

　

リ

　

ン

　

ク

　

：

　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

１
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－

　　

Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

．
カ

マ
ノレ

．
ペ

ン
．

マ
ウ

エ
ノ
レ
デ

ィ
・

ペ
ン

・
ハ

ッ
サ

ン
・

ア
ノレ

・
ハ

ム

　

ラ
ウ

ィ

　

御
Ｊ
名

：
（ ａ
）
ハ

ム
ロ

ウ
ィ

・
カ

メ
ル

・
ペ

ン
・

モ
ウ

ル
デ

ィ

　

（ ｂ
）
ハ

ム
ラ

ウ
ィ

・
カ

メ
ル
、

１
９

７
７

年
１

１
月

２
１

日
に

モ
ロ

ッ

　

コ
に

て
出

生
（ ｃ
）
ハ

ム
ラ

ウ
イ

・
カ

メ
ル
、

１
９

７
７

年
１

１
月

２
１

　

日
るこ

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

て
出

生
（ｄ
）
ハ

ム
ラ

ウ
イ

・
カ

メ
ル
、

１
９

７
７

　

年
１

０
月

２
１

日
に

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

て
出

生
（ ｅ
）
カ

メ
ル
（ ｆ
）
キ

モ
）

　　

Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｌ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

　

Ｍ
Ａ
Ｏ
Ｅ
Ｌ
Ｄ
Ｉ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ｎ

　

Ａ
Ｌ
‐
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ａ
Ｏ
Ｕ
工

　

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

興
し

－
－

か
ゆ

α
嵯
１
〆
ｆ
凄

Ｊ
屋
）

（ ａ
，
ｋ ，

ａ ．
：

８



（ ａ
）
Ｈ
ａ
ｍ
ｒ
ｏ
ｕ
ｉ

　

Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ

　

ｂ
ｅ
ｎ

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｄ
ｉ

（ｂ
）
Ｈ
ａ
ｍ
ｒ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ

　

Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
１

Ｎ
Ｏ
Ｖ ，

Ｉ
９
７
７

ｉ
ｎ

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ Ｃ
）
Ｈ
ａ
ｍ
ｒ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ

Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
１

Ｎ
ｏ
ｖ ，

１
９
７
７

　

ｉ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｄ
）
Ｈ
ａ
ｍ
ｒ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ

　

Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
１

０
ｃ
ｔ ．

１
９
７
７

ｉ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ ｅ
）
Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ

（ｆ
）

Ｋｉ
ｍ
ｏ）

称
号
：
不
明

役
職
：
不

明

生
年

月
日

：
１

９
７

７
年

１
０

月
２

１
日

出
生

地
：

Ｂ
ｅ
ｊ
ａ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ
ニ

ジ
ア
旅
券

Ｐ ２
２９

８５
６
（
２

０
０

２
年

１
１

月
１

日

発
行
、

２
０

０
７

年
１

０
月

３
１

日
失
効
）

Ｉ
Ｄ

番
号

：
不

明

住
所

：
（ ａ
）
Ｖｉ

ａ
Ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
ｉ

Ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

２
７ ，

Ｃ
ｒ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ ，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

（ｂ
）
Ｖｉ

ａ

Ｐ
１
ｅ
ｂ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｔ
ｏ

　

Ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

　

３ ，
Ｃ
ｒ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ ，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制
裁
委
員

会
に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

（
２

０
０

５
年

１
２

月
２

０
日
、

２
０

０
６

年
７
月

３
１

日
、

２
０

０
７
年

１
２
月

２
１

日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日
、

２
０

１
９

年
１

２
月

６

日
及

び
２

０
２

０
年

９
月

１
０
日

に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
母

親
の

名
前

は
Ｋｈ

ａｍ
ｉ ｓ

ａｈ
ａ
ｌ
‐
Ｋ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ｒ
ｉ 。

国
外

退

去
命

令
発
出

予
定

（
同
命

令
は
、

２
０

０
７

年
４

月
１

７
日

に
欧
州

人

権
裁
判

所
に
よ
り

執
行
停
止

中
） 。

２
０

０
８

年
５
月

２
０
日

に
イ

タ

リ
ア

に
て

再
逮

捕
。

２
０

１
５

年
５

月
６

日
に

イ
タ

リ
ア

か
ら

チ
ュ

ニ
ジ
ア

に
追
放

さ
れ

た
。

シ
ェ

ン
ゲ
ン
域
内

（
シ
ェ

ン
ゲ
ン
協

定
国
の

領
域

内
）

入
域
不
許

可
処

分
を
受

け
て
い
る
。

国
連
安

全
保

障
理
事
会

９

（ ａ
）
Ｈ
ａ
ｍ
ｒ
ｏ
ｕ
ｉ

　

Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ

　

ｂ
ｅ
ｎ

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｄ
ｉ

（ｂ
）
Ｈ
ａ
ｍ
ｒ
ａ
。
ｕ
ｉ

　

Ｋ
ａ
ｍ
ｅｌ
，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
１

Ｎ
Ｏ
Ｖ ．

１
９
７
７

ｉ
ｎ

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ ｃ
）
Ｈ
ａ
ｍ
ｒ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ

Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

２
１

Ｎ
ｏ
ｖ ‐

１
９
７
７

　

ｉ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（ｄ
州
ａ
ｍ
ｒ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ

　

Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
１

０
ｃ
ｔ ．

１
９
７
７

ｉ
ｎ

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

（
Ｋ
ａ
ｍ
ｅ
ｌ

　

（ｆ
）

Ｋ
ｉ
ｍ
ｏ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
７

７
年

１
０

月
２

１
日

出
生

地
：

Ｂ
ｅ
ｊ
ａ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア
旅

券
Ｐ２

２
９８

５
６
（
２

０
０

２
年

１
１

月
１

日

発
行
、

２
０

０
７

年
１

０
月

３
１

日
失

効
）

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不

明

住
所

；
（ ａ
）
Ｖｉ

ａ
Ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
ｉ

Ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

２
７ ，

Ｃ
ｒ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ ，

工
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

（ｂ
）
Ｖｉ

ａ

Ｐ
１
ｅ
ｂ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｔ
ｏ

Ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

　

３
，

Ｃ
ｒ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ ，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制
裁

委
員
会

に
よ
る

指
定
日
：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

（
２

０
０

５
年

１
２
月

２
０

日
、

２
０

０
６

年
７
月

３
１

日
２

０
０

７
年

１

２
月

２
１

日
、
２

０
１

１
年

５
月

１
６

日
及

び
２

０
１

９
年

１
２

月
６

日
に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
母

親
の

名
前

は
Ｋｈ

ａｍ
ｉ ｓ

ａｈ
ａ
ｌ
‐
Ｋ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ｒ
ｉ 。

国
外

退

去
命

令
発

出
予

定
（
同
命

令
は
、

２
０

０
７

年
４
月

１
７
日

に
欧
州

人

権
裁
判

所
に
よ

り
執
行
停
止

中
） 。

２
０

０
８

年
５

月
２

０
日

に
イ

タ

リ
ア

に
て

再
逮
捕
。

シ
ェ

ン
ゲ

ン
域

内
（
シ
ェ

ン
ゲ

ン
協

定
国
の
領

域

内
）

入
域
不

許
可

処
分
を
受

け
て

い
る
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会
決

議

第
１

８
２

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
・
１

０
年

５



［
４

０
０

４
０

　

２
．

決
議
第
１

８
２

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０

年
５
月

６
日

に
終

了
し
た
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

３
６

８
号

（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
１

２
月

４
日

に
終
了

し
た
。

同
人

に
対
す
る
イ

ン
タ
ー

ポ
ー

ル
（
国
際
刑

事
警
察
機

構
）
・

国
連

安
全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・
リ

ン
ク

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
－
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

～
４

０
１
．

　

ｍ 各
］

ハ
マ

ブ
ィ

・
ペ

ン
・

ア
ブ

ド
ウ

ル
・

ア
ジ

ー
ズ

・
ペ

ン
・

ア
リ

・
ブ

ー
イ

ヒ
ア

（
別

名
：
（ ａ
）
ガ

メ
ル

・
モ

ハ
メ

ド
、

１
９

６
６

年
５

月
２

５
日

に
モ

ロ
ッ

コ
に

て
出

生
（ｂ
）
ア

ブ
ド
・
エ

ル
・
ワ

ニ
ス
・
ア

ブ
ド
・

ガ
ッ

ワ
ー

ド
・

ア
ブ

ド
・

エ
ル

・
ラ

テ
イ

フ
・

バ
ハ

ー
ア
、

１
９

８

６
年

５
月

９
日

に
エ

ジ
プ

ト
に

て
出

生
（ ｃ
）
マ

フ
ム

ー
ド
・
ハ

ミ
ド
）

　

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ
工

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｕ
Ｌ

Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｚ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

　

Ａ
Ｌ
Ｉ

　

Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｙ
Ｅ
Ｈ
工
Ａ

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

〆
嬢

才

　

α

　

〆
副

　

事

　

α
ぞＪ

』
）

　

（
ａ ．

ｋ ．
ａ ．

：
（ ａ

）
Ｇ
ａ
ｍ
ｅ
Ｉ

　

Ｍ
ｏ
ｈ
ａ
ｍ
ｅ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
５

　

Ｍ
ａ
ｙ

　

ｌ
９
６
６

　

ｉ
ｎ

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ｂ
）
Ａ
ｂ
ｄ

　

ｅ
１

　

Ｗ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ

　

Ａ
ｂ
ｄ

　

Ｇ
ａｖ

馴
ａ
ｄ

　

Ａ
ｂ
ｄ

　

ｅ
１

　

Ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｆ

Ｂ
ａ
ｈ
ａ
ａ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

９
Ｍ
ａ
ｙ

ｌ９
８６

ｉ
ｎ

Ｅ
ｇ
ｙ
ｐ
ｔ

（ ｃ
）
Ｍ
ａ
ｈ
ｍ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｄ ）

称
号
：
不
明

役
職

：
不
明

生
年

月
日
：
１

９
６

６
年

５
月

２
９

日

出
生

地
：
Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券
番

号
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア
旅

券
Ｌ７

２３
３ １

５
（
１

９
９
． ８

年
５

月
５

日 １
０

月
６
日

に
終
了

し
た
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

３
６

８
号

（
２

０
１

７
年
）
に

基
づ

く
見

直
し

は
２

０
１

９
年

１
２

月
４
日

に
終

了
し
た
。

同
人

に
対
す
る
イ

ン
タ

ー
ポ
ー
ル

（
国

際
刑

事
警
察
機

構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐

Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

［
４

０
０
‐

～
４

０
１
．

　

同
左
］

４
０

２
．

　

ハ
マ

デ
ィ

・
ペ

ン
・

ア
ブ

ド
ゥ

ル
・

ア
ジ

ー
ズ

・
ペ

ン
・

ア
リ

・
ブ

　　　　

ー
イ

ヒ
ア

（
別

名
；

定
）
ガ

メ
ル

・
モ

ハ
メ

ド
、

１
９

６
６

年
５

月
２

　　　　

５
日

に
モ

ロ
ッ

コ
に

て
出

生
（ｂ
）
ア

ブ
ド
・

エ
ル

・
ワ

ニ
ス

．
ア

ブ

　　　　

ド
．

ガ
ッ

ワ
ー

ド
・

ア
ブ

ド
・

エ
ル

・
ラ

テ
イ

フ
・

バ
ハ

ー
ア
、

１

　　　　

９
８

６
年

５
月

９
日

に
エ

ジ
プ

ト
に

て
出

生
（ ｃ
）
マ

フ
ム

ー
ド
・
ノ・

　　　　

ミ
ド
）

　　　　　　　　

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ
Ｉ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｕ
Ｌ

Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｚ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

　

Ａ
Ｌ
Ｉ

　

Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｙ
Ｅ
Ｈ
工
Ａ

　　　　

（
ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

　

一
門

暑

　

』
凄

　

メ
ド
…

　

事

　

α

　

夢
」
〉 ）

　　　　　

（
ａ ，

ｋ ．
ａ ．

：
（ ａ

）
Ｇ
ａ
ｍ
ｅ
Ｉ

　

Ｍ
ｏ
ｈ
ａ
ｍ
ｅ
ｄ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

　

２
５

　

Ｍ
ａ
ｙ

　

ｌ
９
６
６

　

ｉ
ｎ

　　　　

Ｍ
ｏ
ｒ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ

（ｂ
）
Ａ
ｂ
ｄ

　

ｅ
Ｉ

　

Ｗ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ

　

Ａ
ｂ
ｄ

　

Ｇ
ａ
ｗ
ｗ
ａ
ｄ

　

Ａ
ｂ
ｄ

　

ｅ
Ｉ

　

Ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｆ

　　　　

Ｂ
ａ
ｈ
ａ
ａ ，

ｂ
ｏ
ｒ
ｎ

９
Ｍ
ａ
ｙ

ｌ
９
８
６

　

ｉ
ｎ

Ｅ
ｇ
ｙ
ｐ
ｔ

（ ｃ
）
Ｍ
ａ
ｈ
ｍ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｄ ）

　　　　

称
号

：
不

明

　　　　

役
職

：
不

明

　　　　

生
年

月
日
：
１

９
６

６
年

５
月

２
９

日

　　　　

出
生

地
：
Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

　　　　

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア



［
４

０
３

４

　

０

　

８
‐

発
行
、

２
０

０
３

年
５
月

４
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ
番

号
：
不
明

住
所

：
Ｃ
ｏ
ｒ
ｓ
ｏ

Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｉ

Ｍ
ａ
ｒ
ｚ
ｏ

Ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

３
９ ，

Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ ，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制

裁
委

員
会

に
よ

る
指

定
日

：
２
０

０
３

年
１

１
月

１
２

日

（
２

０
０

５
年

１
２
月

２
０

日
、

２
０

０
６

年
７
月

３
１

日
、

２
０

０
９

年
１

月
３

０
日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日
、

２
０

１
９

年
１

２
月

６
日

及
び

２
０

２
０

年
９
月

１
０
臼

に
改
訂
）

そ
の
他
の

情
報
：
２

０
２

６
年

２
月

６
日
ま

で
イ

タ
リ
ア

に
て

服
役

中
。

国
連
安

全
保

障
理
事

会
決

議
第
１
８

２
２

号
（
２

０
０
８

年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

６
月

２
１

日
に

終
了

し
た
。

国
連

安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
２

３
６
８

号
（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２

０
１

９
年

１
２
月

４
日

に
終
了

し
た
。

同
人

に
対
す
る

イ
ン
タ
ー

ポ
ー

ル
（
国
際
刑

事
警

察
機
構
）

・
国
連
安

全
保

障
理

事

会

　

特

　

別

　

手

　

配

　

書

　

の

　

ウ

　

ェ

　

ブ

　

・

　

リ

　

ン

　

ク

　

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
Ｌ

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

～
４

０
７
．

　

略
］

ヌ
ー

ル
デ

ィ
ン

・
ペ

ン
・

ア
リ

・
ペ

ン
・

ベ
ル

カ
ッ

セ
ム

・
ア

ル
ド

リ
シ

御
ｊ
名

：
（ ａ
）

ド
リ

シ
・
ヌ

ー
ル

デ
ィ

ン
（ ｂ
）
ア

ブ
ー

・
ア

リ
（ ｃ
）

フ
ァ

イ
カ

ル
）

ＮＯ
ＵＲ

Ｅ
ＤＤ

工Ｎ
Ｅ

Ｂ
Ｅ
Ｎ‐

Ａ
Ｌ
Ｉ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｂ
ＥＬ

Ｋ
ＡＳ

ＳＥ
Ｍ

Ａ
Ｌ
‐
Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
工

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

守
り
州

ド
鴎

　

凄

　　

α

　

遊
ぶ

　

Ｊ
翁

　

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．
：
（ ａ

）
Ｄ
ｒ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ

Ｎ
ｏ
ｕ
ｒ
ｅ
ｄ
ｄ
ｉ
ｎ
ｅ

（ｂ
）
Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

Ａ
１
ｉ

（ ｃ
）
Ｆ
ａ
ｙ
ｃ
ａ
ｌ）

称
号
：
不
明

１１

［
４

０
３

４
０

８
．

旅
券
番

号
：
チ
ュ

ニ
ジ
ア
旅

券
Ｌ
７
２
３
３
１
５

（
１

９
９

８
年

５
月

５
日

発
行
、

２
０

０
３

年
５
月

４
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：
Ｃ
ｏ
ｒ
ｓ
ｏ

Ｘ
Ｘ
ｕ

Ｍ
ａ
ｒ
ｚ
ｏ

Ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

３
９ ，

Ｍ
ｉ
ｌ
ａ
ｎ ，

エ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制

裁
委

員
会

に
よ

る
指

定
日

：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

　

（
２

０
０

５
年

１
２
月

２
０

日
、

２
０ 、

０
６

年
７
月

３
１

日
、

２
０

０
９

年
１
月

３
０

日
、

２
０

１
１

年
５

月
１

６
日

及
び

２
０

１
９

年

１
２

月
６

鋤
こ
改
訂
）

そ
の
他
の
情
報
：
２

０
１

１
年

７
月

２
８

日
ま

で
イ

タ
リ

ア
に

て
服

役
中
。
国
連
安

全
保

障
理

事
会
決

議
第
１
８

２
２

号
（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

６
月

２
１

日
に

終
了

し
た
。

国
連

安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
２

３
６
８

号
（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２

０
１

９
年

１
２
月

４
鞘
こ
終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン
タ

ー
ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国
連
安

全
保

障
理
事

会

　

特

　

別

　

手

　

配

　

書

　

の

　

ウ

　

ェ

　

ブ

　

・

　

リ

　

ン

　

ク

　

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．
、 ｉ

ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ，

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

～
４

０
７
．

　

同
左
］

ヌ
ー

ル
デ

ィ
ン
・

ペ
ン

・
ア

リ
・

ペ
ン

・
ベ

ル
カ

ッ
セ

ム
・

ア
ル

ド

リ
シ

御
ｉ
名

：
（ ａ
）

ド
リ

シ
・
ヌ

ー
ル

デ
ィ

ン
（ｂ
）
ア

ブ
ー

・
ア

リ
（ ｃ
）

フ
ァ

イ
カ

ル
）

　

Ｎ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｌ
Ｉ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｂ
Ｅ
Ｌ
Ｋ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｍ

Ａ
Ｌ
‐
Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
１

（ ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｃ
ｒ
ｉ
ｐ
ｔ
：

　

ず
幻

州
ド

漁

　

α

　 　

凄

　

α
山

　

が
）

　

（ ａ
．
ｋ ．

ａ
三

総
）
Ｄ
ｒｉ

ｓ
ｓｉ

Ｎ
ｏ
ｕ
ｒ
ｅ
ｄ
ｄ
ｉ
ｎ
ｅ

（ ｂ
）
Ａ
ｂ
ｏ
ｕ

Ａ
１
ｉ

（ ｃ
）
Ｆ
ａ
ｙ
ｃ
ａ
ｌ）



役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
６

４
年

４
月

３
０

日

山
生

地
：
Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券

番
号

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券

　

Ｌ８
５１

９ ４
０

　

（
１

９
９

８
年

９
月

９

日
発

行
、

２
０

０
３

年
９

月
８
日

失
効
）

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：
Ｖ
ｉ
ａ

Ｐ
１
ｅ
ｂ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｔ
ｏ

３ ，
Ｃ
ｒ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ ，

工
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

国
連
制

裁
委

員
会

に
よ

る
指

定
日

：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

（
２

０
０

５
年

１
２
月

２
０

日
、

２
０

０
６

年
７

月
３

１
日
、

２
０

０
７

年
１

２
月

２
１

日
、

２
０

１
１

年
５
月

１
６

日
、

２
０

１
９

年

１
２
月

６
日

及
び

２
０

２
０

年
９
月

１
０
日

に
改
訂
）

そ
の
他

の
情
報
：
２

０
０

８
年

に
、

国
際

テ
ロ

リ
ズ

ム
の

罪
で

６
年

の
懲

役
判

決
を
受

け
る
。

２
０

１
３

年
２
月

１
０

日
をこ

イ
タ

リ
ア

か

ら
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に
追

放
さ

れ
た
。

シ
ェ

ン
ゲ

ン
域

内
（
シ

ェ
ン

ゲ
ン

協
定
国
の
領
域

内
）

入
域
不
許

可
処
分

を
受

け
て

い
る
。

母
親

の
名

前
は
Ｋｈ

ａ
ｄｉ

ｊ ａ
ｈ
ａｌ

‐ Ｄ
ｒｉ

ｓ
ｓｉ
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第

１
８

２
２

号
（
２

０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

４
月

２

２
日

に
終

了
し
た
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

３
６

８
号

（
２
０
１

７
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

９
年

１
２

月
４

鞘
こ

終
ｒ
し
た
。

同
人
に
対
す

る
イ

ン
タ
ー

ポ
ー

ル
（
国
際
刑

事
警
察
機

構
）

・
国
連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配
書
の

ウ
ェ

ブ
・
リ

ン
ク

：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／１

ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
２

　

称
号

：
不

明

　

役
職

：
不

明

　

生
年
月

日
：

１
９

６
４

年
４

月
３

０
日

　

出
生

地
：
Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ ，

Ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｓ
ｉ
ａ

　

国
籍

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券

番
号

：
チ

ュ
ニ

ジ
ア

旅
券

　

Ｌ８
５１

９４
０

　

（
１

９
９

８
年

９
月

９

　

日
発

行
、

２
０

０
３

年
９
月

８
日

失
効
）

　

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不

明

　

住
所

：
Ｖ
ｉ
ａ

Ｐ
１
ｅ
ｂ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｔ
ｏ

３ ，
Ｃ
ｅ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ ，

エ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

　

国
連
制

裁
委

員
会

に
よ

る
指

定
日

：
２

０
０

３
年

１
１

月
１

２
日

　

（
２

０
０

５
年

１
２

月
２

０
日
、

２
０

０
６

年
７
月

３
１

日
、

２
０

　

０
７

年
１

２
月
＼ ２

１
日
、

２
０

１
１

年
５
月

１
６

日
及

び
２

０
１

９

　

年
１

２
月

６
鋤
こ
改
訂
）

　

そ
の

他
の

情
報
：

２
０

１
０

年
５

月
５

日
ま

で
イ

タ
リ

ア
の

行
政

管

　

理
措
置
下

に
置

か
れ
て
い
る
。

シ
ェ

ン
ゲ

ン
域
内

（
シ
ェ

ン
ゲ

ン
協

　

定
国
の
領

域
内
）

入
域
不

許
可
処

分
を
受

け
て
い

る
。

母
親
の
名
前

　

は
Ｋ
ｈ
ａ
ｄ
ｉ
ｊ
ａ
ｈ
ａ
ｌ
‐ Ｄ

ｒ
ｉ
ｓ ｓ

ｉ 。
国

連
安

全
保

障
理

事
会

決
議

第
１

８
２

　

２
号

（
２

０
０
８
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

０
年

４
月

２
２

　

日
に
終
了

し
た
。

国
連
安

全
保

障
理

事
会

決
議
第

２
３

６
８

号
（
２

　

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
１

２
月

４
日

に
終
了

　

し
た
。

同
人

に
対
す
る
イ

ン
タ

ー
ポ
ー
ル

（
国

際
刑

事
警
察
機

構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：

　　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－

　　

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ



～
６

６
１
・

　

略
］

ア
ッ

ザ
ー

ム
・
ア

ブ
ド
ゥ

ツ
ラ

ー
・

ズ
レ
イ

ク
・
ア

ル
・
マ

ウ
リ

ド
・

ア
ル
・
ス

ブ
ヒ

ー
（
別

名
：

伝
）
マ

ン
ス

ー
ル
・
ア

ル
・
ハ

ル
ビ

（ｂ
）

ア
ッ

ザ
ー

ム
・

ア
ル

・
ス

ブ
ヒ

ー
（ ｃ
）
ア

ザ
ム

・
ア

ブ
ダ

ッ
ラ

ー
・

ラ
ジ

ー
ク

・
ア

ル
・
ム

レ
ド
・
ア

ル
ス

ブ
フ

ア

　

（ｄ
）
ア

ブ
・
ム

ス
レ

ム
．
ア

ル
．
マ

キ
ー

（ ｅ
）
ア

ブ
・
ス

リ
マ

ン
・
ア

ル
・
ハ

ル
ビ

（ｆ
）

ア
ブ

・
ア

ブ
ダ

ッ
ラ

・
ア

ル
・

ハ
ル

ビ
（ ｇ
）
ア

ザ
ム

・
Ａ
・
Ｒ
・

ア
ル

ス
ブ

フ
ア
）

［
４

０
９
．

６

　

６

　

２
．

Ａ
Ｚ
Ｚ
Ａ
Ｍ

　

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｕ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｈ

　

Ｚ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｋ

　

Ａ
Ｌ
－
Ｍ
Ａ
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｄ

　

Ａ
Ｌ
一
Ｓ
Ｕ
Ｂ
Ｈ
１

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．

（ ａ
）
Ｍ
ａ
ｎ
ｓ
ｕ
ｒ

　

ａ
ｌ
‐
Ｈ
ａ
ｒ
ｂ
ｉ

　

（ｂ
）
Ａ
ｚ
ｚ
ａ
ｍ

　

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
ｉ

　

（ ｃ
）
Ａ
ｚ
ａ
ｍ

Ａ
ｂ
ｄ
ａ
ｌ
ユ
ａ
ｈ

Ｒ
ａ
ｚ
ｅ
ｅ
ｑ

ａ
Ｉ

　

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｅ
ｄ

Ａ
１
ｓ
ｂ
ｈ
ｕ
ａ

（ｄ
）
Ａ
ｂ
ｕ

Ｍ
ｕ
ｓ
ｌ
ｅ
ｍ

ａ
ｌ
‐

Ｍ
ａ
ｋ
ｙ

（ ｅ
）
Ａ
ｂ
ｕ

ｓ
ｕ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ

ａ
ｌ
‐
Ｈ
ａ
ｒ
ｂ
ｉ

（ ｆ
）
Ａｂ

ｕ
Ａ
ｂ
ｄ
ａ
ｌ
ｌ
ａ

ａ
ｌ
－
Ｈ
ａ
ｒ
ｂ
ｉ

（ ｇ
）
Ａ
ｚ
ａ
ｍ

Ａ ．
Ｒ ．

Ａ
１
ｓ
ｂ
ｈ
ｕ
ａ）

称
号
：
不

明

役
職
：
不

明

生
年

月
日

：
１

９
７

６
年

４
月

１
２

日

出
生

地
：
ＡＩ

Ｂ
ａ
ｒ
ａ
ｋ
ａ ，

Ｓ
ａ
ｕ
ｄ
ｉ

Ａ
ｒ
ａ
ｂ
ｉ
ａ

国
籍

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

番
号
：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

　

Ｃ３
８９

６６
４
（
２

０
０

０
年

９
月

１
５
日
発
行
）

Ｉ
Ｄ

番
号

：
１０

２
４０

２
６１

８ ７

住
所
：
不
明

国
連
制
裁

委
員

会
に
よ
る

指
定
日
：
２

０
１

４
年

９
月

２
３

日
（
２

０
１

９
年

１
２

月
６

日
及

び
２

０
２

０
年

９
月

１
０
日
むこ

改
訂
）

１
３

［
４

０
９

６

　

６
▲ ２

．

～
６

６
１
．

　

同
左
］

ア
ッ

ザ
ー

ム
・
ア

ブ
ド
ゥ

ツ
ラ

ー
・

ズ
レ
イ

ク
・
ア

ル
・
マ

ウ
リ

ド
・

ア
ル
・
ス

ブ
ヒ

ー
（
別

名
：

総
）
マ

ン
ス

ー
ル
・
ア

ル
・
ハ

ル
ビ

（ ｂ
）

ア
ッ

ザ
ー

ム
・

ア
ル

・
ス

ブ
ヒ

ー
（ ｃ
）
ア

ザ
ム

・
ア

ブ
ダ

ッ
ラ

ー
・

ラ
ジ

ー
ク

・
ア

ル
・
ム

レ
ド
・
ア

ル
ス

ブ
フ

ア

　

（ｄ
）
ア

ブ
・
ム

ス
レ

ム
．
ア

ル
．
マ

キ
ー

（ ｅ
）
ア

ブ
・
ス

リ
マ

ン
・
ア

ル
・
ハ

ル
ビ

（ ｆ
）

ア
ブ

・
ア

ブ
ダ

ッ
ラ

・
ア

ル
・

ハ
ル

ビ
（ ｇ
）
ア

ザ
ム

・
Ａ
・
Ｒ
・

ア
ル

ス
ブ

フ
ア
）

Ａ
Ｚ
Ｚ
Ａ
Ｍ

　

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｕ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｈ

　

Ｚ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
工
Ｋ

　

Ａ
Ｌ
‐
Ｍ
Ａ
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｄ

　

Ａ
Ｌ
‐
Ｓ
Ｕ
Ｂ
Ｈ
１

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．
：

（ ａ
）
Ｍ
ａ
ｎ
ｓ
ｕ
ｒ

　

ａ
ｌ
‐
Ｈ
ａ
ｒ
ｂ
ｉ

　

， ．
（ ｂ

）
Ａ
ｚ
ｚ
ａ
ｍ

　

ａ
ｌ
‐
Ｓ
ｕ
ｂ
ｈ
ｉ

　

（ ｃ
）
Ａ
ｚ
ａ
ｍ

Ａ
ｂ
ｄ
ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

Ｒ
ａ
ｚ
ｅ
ｅ
ｑ

ａ
Ｉ

　

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｅ
ｄ

Ａ
１
ｓ
ｂ
ｈ
ｕ
ａ

（
ｄ）

Ａ
ｂ
ｕ

Ｍ
ｕ
ｓ
ｌ
ｅ
ｍ

ａ
ｌ
－

Ｍ
ａ
ｋ
ｙ

（ ｅ
）
Ａ
ｂ
ｕ

ｓ
ｕ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ

ａ
ｌ
‐
Ｈ
ａ
ｒ
ｂ
ｉ

（ ｆ
）
Ａｂ

ｕ
Ａ
ｂ
ｄ
ａ
ｌ
ｌ
ａ

ａ
ｌ
－
Ｈ
ａ
ｒ
ｂ
ｉ

（ ｇ
）
Ａ
ｚ
ａ
ｍ

Ａ ．
Ｒ ．

Ａ
１
ｓ
ｂ
ｈ
ｕ
ａ）

称
号
：
不

明

役
職
：
不
明

生
年
月

日
：

１
９

７
６

年
４
月

１
２

日

出
生

地
：
Ａ
Ｉ

Ｂ
ａ
ｒ
ａ
ｋ
ａ ，

Ｓ
ａ
ｕ
ｄ
ｉ

Ａ
ｒ
ａ
ｂ
ｉ
ａ

国
籍 音

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

番
号
：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

　

Ｃ３
８９

６６
４
（
２

０
′ ０

０
年

９
月

１
５
日
発
行
）

Ｉ
Ｄ

番
号
：
不
明

住
所

：．
不

明

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
１

４
年

９
月

２
３

日
（
２

０
１

９
年

１
２
月

６
日

に
改
訂
）



［
６

６
３

６

　

６
４

．

そ
の

他
の

情
報

：
ア

ル
・
カ

ー
イ

ダ
（
１

６
６
．

に
指

定
し
た
団

体
）

の
数
多
く

の
幹
部
と

関
係

を
有

し
て

い
る
。

サ
ウ

ジ
ア
ラ

ビ
ア

政
府

の
テ

ロ
に

よ
る

指
名

手
配

を
受

け
て

い
る
。

父
の

名
前

は
Ａｂ

ｄ ｕ
ｌｌ

ａｈ

Ｒ
ａ
ｚ
ｅ
ｅ
ｑ

ａ
Ｉ

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｅ
ｄ

ａ
Ｉ
Ｓｂ

ｈ ｕ
ａ 。

身
体

的
情

報
：

日
の

色
：

黒
；

髪

の
色

：
黒

；
肌

の
色

：
黒
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。

写
真

は
イ

ン
タ

ー
ポ
ー
ル

（
国

際
刑

事
警
察
機

構
）
・
国
連

安
全
保

障
理
事
会
特
別

手

配
書

に
含
ま

れ
て
い
る

も
の
を
利

用
可
能
。

国
連
安

全
保

障
理

事
会

決
議
第
２

３
６

８
号

（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１

９
年

１
２

月
４
日

に
終
了

し
た
。

同
人
に
対
す
る
イ

ン
タ
ー

ポ
ー

ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国
連

安
全
保

障
理
事
会
特
別

手
配

書
の

ウ
ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗｖ
ｖｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

略
］

イ
ブ

ラ
ヒ

ム
・

ス
レ
イ

マ
ン

・
ハ

マ
ド
・

ア
ル

・
ハ

ブ
ラ

イ
ン

（
別

名
：
（ ａ
）
バ

ラ
ヒ

ム
・
ス

リ
マ

ン
・
Ｈ
・

ア
ル

・
フ

ブ
リ

ア
ン

（ ｂ
）
ア

ブ
・

ジ
ヤ

バ
ル

（ ｃ
）
ア

ブ
．

ジ
ャ

バ
ル
）

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｈ
Ｉ
Ｍ

　　

Ｓ
Ｕ
Ｌ
Ｅ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｎ

　　

Ｈ

　　

Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ

　　

Ａ
Ｌ
－
Ｈ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ａ
工
Ｎ

　

（ ａ
，
ｋ ．

ａ ．
：

（ ａ
）
Ｂ
ａ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

Ｓ
ｕ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ

Ｈ ．
ａ
Ｉ

Ｈｂ
ｌ ｉ

ａｎ
（ ｂ
）
Ａｂ

ｕ
Ｊ
ａ
ｂ
ａ
ｌ

（ ｃ
）
Ａ
ｂ
ｕ
－

Ｊ
ａｂ

ａ
Ｄ

称
号
：
不
明

役
職
：
不

明

生
年
月

日
：

１
９

８
４

年
１

２
月

１
７
日

出
生

地
：
Ｂ
ｕ
ｒ
ａ
ｉ
ｄ
ａ
ｈ ，

Ｓ
ａ
ｕ
ｄ
ｉ

Ａ
ｒ
ａ
ｂ
ｉ
ａ

国
籍

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｉ
４

［
６

６
３

６

　

６
４
‐

そ
の

他
の

情
報
：

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
１

６
６
．

に
指

定
し
た
団

体
）

の
数

多
く

の
幹

部
と

関
係

を
有

し
て

い
る
。

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
政

府

の
テ

ロ
に

よ
る

指
名

手
配

を
受

け
て

い
る
。
父

の
名

前
は

Ａｂ
ｄ ｕ

ｌｌ
ａｈ

Ｒ
ａ
ｚ
ｅ
ｅ
ｑ

ａ
Ｉ

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｅ
ｄ

ａＩ

　

Ｓ
ｂｈ

ｕａ
。

身
体

的
情

報
：

目
の

色
：

黒
；

髪
の

色
：

黒
；

肌
の

色
：

黒
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。・

写
真

は
イ

ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国
際
刑

事
警
察
機

構
）
・
国
連
安
全
保

障
理

事
会

特
別

手
配
書

に
含
ま

れ
て
い
る

も
の

を
利
用

可
能
。

国
連

安
全
保

障
理
事

会
決
議
第
２

３
６

８
号

（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
１

２
月

４
田
こ
終
了

し
た
。

同
人

に
対
す
る
イ

ン
タ

ー
ポ
ー

ル
（
国
際
刑

事
警
察
機

構
）

・
国
連

安
全
保

障
理
事
会
特
別

手
配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

工
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

　

同
左
］

イ
ブ

ラ
ヒ

ム
・

ス
レ
イ

マ
ン

・
ハ

マ
ド
・

ア
ル

・
ハ

ブ
ラ

イ
ン

（
別

名
：
（ ａ

）
バ

ラ
ヒ

ム
・

ス
リ

マ
ン

・
Ｈ
・

ア
ル

・
フ

ブ
リ

ア
ン

（ｂ
）

ア

ブ
・

ジ
ャ

バ
ル

（ ｃ
）
ア

ブ
・

ジ
ャ

バ
ル
）

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｈ
Ｉ
Ｍ

　　

Ｓ
Ｕ
Ｌ
Ｅ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｎ

　　

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ

　　

Ａ
Ｌ
‐
Ｈ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ａ
酬

　

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．
：

（ ａ
）
Ｂ
ａ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ

Ｓ
ｕ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｎ

Ｈ ．
ａ
Ｉ

Ｈ
ｂ
ｌ
ｉ
ａ
ｎ

（ｂ
）
Ａ
ｂ
ｕ

Ｊ
ａ
ｂ
ａ
ｌ

（ ｃ
）
Ａ
ｂ
ｕ
－

Ｊ ａ
ｂ ａ

ｌ）

称
号
：
不

明

役
職

：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
８

４
年

１
２
月

１
７

日

出
生

地
：
Ｂ
ｕ
ｒ
ａ
ｉ
ｄ
ａ
ｈ ，

Ｓ
ａ
ｕ
ｄ
ｉ

Ａ
ｒ
ａ
ｂ
ｉ
ａ

国
籍

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア



旅
券

番
号

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

　

Ｆ８
０
０６

９１

１
Ｄ

番
号

：
１
０
４
７
５
０
３
１
７
０

住
所
：
不
明

国
連
制

裁
委
員
会

に
よ
る
指

定
日
：
２

０
１

４
年

９
月

２
３
日

（
２

０
１

９
年

１
２
月

６
日

及
び

２
０

２
０

年
９

月
１

０
日

に
改
訂
）

そ
の

他
の

情
報

：
ア

ブ
ダ

ッ
ラ

ー
・

ア
ッ

ザ
ー

ム
・

ブ
リ

ゲ
イ

ズ

［
６

６
５

７

　

０

　

９
‐

（Ａ
ＡＢ

）
（
６

７
６
‐

に
指

定
し
た
団

体
）

の
爆
発
物

専
門

家
及

び
工

作
員
。

サ
ウ

ジ
ア
ラ

ビ
ア
政
府

の
テ
ロ

に
よ
る
指
名

手
配

を
受

け
て

い
る
。

身
体

的
情

報
：

目
の

色
：

黒
；

髪
の

色
：

黒
；

肌
の

色
：

オ

リ
ー

ブ
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。

写
真
は
イ

ン
タ
ー

ポ
ー

ル
（
国
際

刑
事
警
察
機
構
）
・
国
連
安
全
保
障
理
事
会
特
別
手
配
書
に
含
ま
れ

て
い
る

も
の
を
利
用

可
能
。

国
連

安
全
保

障
理

事
会
決

議
第
２

３
６

８
号

（
２
０
１

７
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

９
年

１
２
月

４

日
むこ

終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機
構
）

・
国
連

安
全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・
リ

ン

ク

　　　　

．

　　　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

～
７

０
８
．

・
略
］

タ
ラ

ッ
ト

・
モ

ハ
ン

マ
ド

・
ア
ノ
レ
ヌ

ー
リ

・
ア
ノ
レ
フ

ァ
ー

レ
ス

・
ア

ル
ジ

ヤ
ル

バ
（
別

名
：

（ ａ
）

タ
ラ

ッ
ト

・
ア

ル
ジ

ヤ
ル

バ
（ｂ
）

ア

ブ
・

モ
ハ

ン
マ

ド
・

ア
ル

・
シ

マ
リ
）

Ｔ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｄ

　

Ｍ
Ｏ
紐
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

　

Ａ
Ｌ
Ｎ
Ｏ
Ｒ
工

　

Ａ
Ｌ
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ

　

Ａ
Ｌ
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｂ
Ａ

　

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．
：

（ ａ
）
Ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｄ

Ａ
１
ｉ
ａ
ｒ
ｂ
ａ

（ ｂ
）
Ａ
ｂ
ｕ
‐
Ｍ
ｕ
ｈ
ａｎ
ｍｎ
ａ
ｄ

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
ｌ
ｉ）

称
号
：
不
明

１
５

［
６

７
０

　　

旅
券

番
号

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

　

Ｆ８
０
０６

９
１

　　　

１
Ｄ

番
号

：
不

明

　　

住
所

：
不

明

　　

国
連
制

裁
委
員
会

に
よ
る

指
定
日
：
２

０
１

４
年

９
月

２
３

日
（
２

　　　

０
１

９
年

１
２

月
６
日

に
改
訂
）

　　　

そ
の

他
の

情
報

：
ア

ブ
ダ

ッ
ラ

ー
・

ア
ッ

ザ
ー

ム
・

ブ
リ

ゲ
イ

ズ

　　　

（Ａ
ＡＢ

）
（
６

７
６
．

に
指

定
し
た

団
体
）

の
爆

発
物

専
門
家
及

び
工

　　　

作
員
。

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ
ア

政
府

の
テ

ロ
に

よ
る

指
名

手
配

を
受

け
て

　　　

い
る
。

身
体

的
情

報
：

目
の

色
：

黒
；

髪
の

色
：

黒
；

肌
の

色
：

オ

　　　

リ
ー

ブ
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。

写
真

は
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際

　　　

刑
事
警

察
機

構
）

・
国
連

安
全
保

障
理

事
会
特
別

手
配

書
に
含

ま
れ

　　　

て
い
る

も
の
を
利
用

可
能
。

国
連
安

全
保

障
理
事
会
決
議

第
２

３
６

　　　

８
号

（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
１

２
月

４

　　　

日
に

終
了

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

　　　

察
機
構
）

・
国
連
安

全
保

障
理

事
会
特
別

手
配
書
の

ウ
ェ

ブ
・
リ

ン

　　　

ク

　　　　

．

　　　

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－

　　　

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
…
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

６
５
‐

～
７

０
８
．

　

同
左
］

９
．

　

タ
ラ

ッ
ト
・

モ
ハ

ン
マ

ド
・

ア
ル

ジ
ヤ

ル
バ

（
別

名
：

（ ａ
）

タ
ラ

ッ

　　

ト
．

ア
ル

ジ
ャ

ル
バ

（ｂ
）

ア
ブ

・
モ

ハ
ン
マ

ド
・

ア
ル

・
シ

マ
リ
）

　　

Ｔ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｄ

　

Ｍ
Ｏ
凡
ＡＭ

Ｍ
Ａ
Ｄ

　

Ａ
Ｌ
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｂ
Ａ

（ ａ
．
ｋ ．

ａ ．
：

（ ａ
）
Ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｄ

　

Ａ
ｌ
ｉ
ａ
ｒ
ｂ
ａ

　　

（ ｂ
）
Ａ
ｂ
ｕ
－
Ｍ
ｕ
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ａ
ｄ

ａ
ｌ
－
Ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
ｌ
ｉ）

　　

称
号

：
不

明



役
職
：
不
明

生
年
月

日
：

１
９

７
９

年
１

１
月

２
０

日

出
生

地
：

イ
ラ

ク

国
籍

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

番
号
：
Ｅ
７ ０

４０
８８

（
２

０
０

３
年

８
月

２
６

日
発

行
、

２
０

０
８

年
７
月

２
日
失
効
）

工
Ｄ

番
号

：
１
１
２
１
６
２
８
４
１
４

住
所
：
不
明

国
連
制

裁
委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
１

５
年

９
月

２
９
日

（
２

０
１

９
年

１
２
月

６
日
及

び
２

０
２

０
年

９
月

１
０
日
に
改
訂
）

そ
の
他

の
情
報
：
２

０
１

５
年

４
月

時
点

で
、

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
４

５
３
．

に
指

定
し
た
団

体
）

と
し
て

掲
載

さ
れ
て

い
る

ＩＳ
ＩＬ

（
い

わ
ゆ

る
「
イ

ス
ラ

ム
国
」
）

の
国

境
担

当
責

任
者

で
あ

り
、

２
０

１
４

年
中
旬

時
点

で
、
工Ｓ

Ｉ Ｌ
の

シ
リ

ア
・
ア

ラ
ブ

共
和

国
お

よ

び
イ

ラ
ク

の
領

域
外

に
お

け
る

活
動

の
指

導
者
。

オ
ー

ス
ト
ラ

リ

ア
、

欧
州

お
よ

び
中
東

か
ら
の

工Ｓ
ＩＬ

戦
闘
員

志
願

者
を

ト
ル
コ

か

ら
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
へ

移
動

さ
せ

る
便

宜
を

提
供

し
た
。

２

０
１

４
年

時
点

で
、

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

の
ア

ザ
ー

ズ
に

て

工Ｓ
ＩＬ

の
ゲ
ス

ト
ハ

ウ
ス

を
経
営
。
国
連
安

全
保

障
理

事
会
決
議

第
２

３
６
８

号
（
２

０
１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

２
０

１
９

年
１

２

月
４

日
に

終
ｒ

し
た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警
察
機

構
）

・
国
連
安

全
保

障
理
事
会

特
別

手
配
書

の
ウ
ェ

ブ
・

リ

　

ン

　

ク

　

：

　

ｈ
ｔ
ｔ
Ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｉ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－

ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
．
き

１
６

役
職
：
不
明

生
年

月
日

：
１

９
７

９
年

１
１

月
２

０
日

出
生

地
：

イ
ラ

ク

国
籍

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

番
号

：
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

旅
券

番
号

Ｅ７
０ ４

０８
８

（
２

０
０

３
年

８

月
２

６
日

発
行
、

２
０

０
８

年
７

月
２
日

失
効
）

工Ｄ
番

号
：

不
明

住
所
：
不

明

国
連
制
裁

委
員

会
に
よ
る
指

定
日
：
２

０
１

５
年

９
月

２
９

日
（
２

０

１
９

年
１

２
月

６
日

に
改
訂
）

そ
の
他
の
情

報
：
２

０
１

５
年

４
月

時
点

で
、

イ
ラ

ク
の

ア
ル
・

カ
ー

イ
ダ

（
４

５
３
．

に
指

定
し

た
団

体
）

と
し

て
掲

載
さ

れ
て

い
る

工Ｓ
ＩＬ

（
い

わ
ゆ

る
「
イ

ス
ラ

ム
国
」
）

の
国

境
担

当
責

任
者

で
あ

り
、

２
０

１
４

年
中

旬
時

点
で
、

工Ｓ
ＩＬ

　

の
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
お

よ
び
イ

ラ
ク

の
領

域
外

に
お

け
る

活
動

の
指
導
者
。

オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、

欧
州

お
よ

び
中
東

か
ら
の
工Ｓ
ＩＬ

戦
闘
員

志
願

者
を

ト
ル

コ
か

ら
シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共
和

国
へ
移
動
さ
せ
る
便

宜
を
提
供

し
た
。
２

０
１

４
年

時
点

で
、

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

の
ア

ザ
ー

ズ
に

て
工Ｓ

Ｉ
Ｌ

の
ゲ

ス
ト
ハ

ウ
ス

を
経
営
。

国
連
安

全
保

障
理

事
会

決
議

第
２

３
６

８
号

（
２

０
１

７
年
）

に
基
づ
く

見
直

し
は
２

０
１

９
年

１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対
す
る
イ

ン
タ
ー

ポ
ー
ル

（
国
際
刑

事
警
察
機
構
）

・
国
連

安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
Ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－

Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ



　　

　　　

　　

　
　

　　

　
　
　傍

線

　
　　
　

　　

　

　　

Ｏ

　

　

　　　　

　

　　

　

　



　
　

　
　

　
　

　
　

　
　 　

　
　

　
　

　

　

　

罫
Ｓ

冬
印

圏
越
ート

ロ
Ｋ

ふ
魁

ぐ
≦

′

　

”
紅

穐
纂

裂
静

軽く
一

様
恩

後
遼

愛
Ｓ

′

　

回
避

鋤
く ロ

鞘
州

墜
廻

敷
浄
く ＝

兆
縄

紙
”

に
に

十
ヤ

中
欝

弾
讃

掃
杖

稀
後

回
受

鰍
選

ヤ
圏

趣
１ト

ロ
Ｋ

ム
Ｓ

製
機

Ｓ
餐

撰
欝

］
鯉

や
普

蚕
襲

晒

雄
（
青

懲
”

＋
に

貼
雄

牽
紙

に
１
１
十

日
中
）

紙
川

端
紙

日
轡

Ｓ
褒

股
Ｍ

増
で

削
′

　

払
Ｓ

Ａ ｉ
聾

ぬ
印

綬
ヤ

ｏ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

回
搬

名
鞘

総
□ 風

貌
縁

唖 （
曜

　

義
美

　

く
岳

１

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｅ
－
１
３

（
ワ

フ
ァ

人
道

組
織

（Ｗ
Ａ
Ｆ
Ａ

Ｈ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｎ

Ｏ
Ｒ
Ｇ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｚ
Ａ
Ｔ
工
Ｏ
Ｎ）

）

（ １
）

変
更

前

　　

所
在

地

　

（
ａ
）
Ｊ
ｏ
ｒ
ｄ
ａ
ｎ

　

Ｈ
ｏ
ｕ
ｓ
ｅ

　

Ｎ
ｏ
．

１
２
５
，

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｅ
ｔ

　

５
４
，

Ｐ
ｈ
ａ
ｓ
ｅ

　

ｌ
Ｉ

　

Ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ
ａ
ｂ
ａ
ｄ
，

Ｐ
ｅ
ｓ
ｈ
ａ
ｗ
ａ
ｒ
，

Ｐ
ａ
ｋ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

　　

（ ｂ
）
Ｓ
ａ
ｕ
ｄ
ｉ

　

Ａ
ｒ
ａ
ｂ
ｉ
ａ

（
ｃ
）
Ｋ
ｕ
ｗ
ａ
ｉ
ｔ

（
ｄ
）
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ

Ａ
ｒ
ａ
ｂ

　

Ｅ
ｍ
ｉ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ

（
ｅ
）
Ａ
ｆ
ｇ
ｈ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
１
年
１
０
月

６
日

（ ２
０
１
２
年

３
月
２
１
日

及
び
２
０
１
９
年
１２

月
６

日
に

改
訂
）

（ ２
）

変
更

後

　　

所
在

地

　

（
ａ
）
Ｊ
ｏ
ｒ
ｄ
ａ
ｎ

　

Ｈ
ｏ
ｕ
ｓ
ｅ

　

Ｎ
ｏ
．

１
２
５
，

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｅ
ｔ

　

５
４
，

Ｐ
ｈ
ａ
ｓ
ｅ

　

ｌ
Ｉ

　

Ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ
ａ
ｂ
ａ
ｄ
，

Ｐ
ｅ
ｓ
ｈ
ａ
ｗ
ａ
ｒ
，

Ｐ
ａ
ｋ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

　

（
ｂ
）
Ｋ
ｕ
ｗ
ａ
ｉ
ｔ

（
ｃ
）
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ

Ａ
ｒ
ａ
ｂ

　

Ｅ
ｍ
ｉ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｓ

（
ｄ
）
Ａ
ｆ
ｇ
ｈ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
１
年
１
０
月

６
日

（
２
０
１
２
年

３
月

２
１
日
、

２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

　

１
０
日

に
改

訂
）



２

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－
４
９

（
ム

ー
サ

・
ペ

ン
・

オ
マ

ル
・

ペ
ン

・
ア

リ
・
エ

サ
ア
デ

ィ
（Ｍ

Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｓ
Ａ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｒ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｌ
Ｉ

　

Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｄ
Ｉ）

）

（ １
）

変
更

前

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年

６
月

２
５
日

（
２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
７
年
１
０
月

１
７
日
、

２
０
０
９
年

８
月

１
０

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日
、

２
０
１
２
年

７
月

２
０
日

及
び
２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

イ
タ

リ
ア

当
局

に
よ

る
裁

判
か

ら
逃

亡
中

と
考

え
ら

れ
て

い
る

（ ２
０
０
９
年
１
１

　

月
時

点
）
。

２
０
１
１
年

に
ス

ー
ダ

ン
を

離
れ
、

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

移
る
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０

　

８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

１
５
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（２
０
１
７
年
）

　

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

　　

．
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ

　　

ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（ ２
）

変
更

後

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年

６
月

２
５
日

（２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
７
年
１
０
月

１
７
日
、

２
０
０
９
年

８
月

１
０

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日
、

２
０
１
２
年

７
月

２
０
日
、

２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

イ
タ

リ
ア

当
局

に
よ

る
裁

判
か

ら
逃

亡
中

と
考

え
ら

れ
て

い
る

（ ２
０
１
９
年
１
０

　

月
時

点
）
。

２
０
１
１
年

に
ス

ー
ダ

ン
を

離
れ
、

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

移
る
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０



　

８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

１
５
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

　

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

　　

．
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ‐

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ

　　　

ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

３

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－
５
０

（
ハ

リ
ー

ル
・

ペ
ン

・
ア

フ
メ

ド
・

ペ
ン

・
モ

ハ
メ

ド
・

ジ
ャ

ラ
ー

ヤ
（Ｋ

Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｌ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

ＪＡ
Ｒ
Ｒ
Ａ
Ｙ
Ａ）

）

（ １
）

変
更

前

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年

６
月

２
５
日

（
２
０
０
４
年

１
１
月

２
６
日
、

２
０
０
５
年

１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
７
年

１
０
月

１
７

　

日
、

２
０
０
８
年

９
月

１
６
日
、

２
０
０
９
年

３
月

２
４
日
、

８
月

１
０
日
、

２
０
１
０
年

８
月

６
日

及
び
２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

プ
ロ

行
為

に
関

す
る

事
件

に
関

係
し

て
い

る
た

め
２
０
０
８
年

８
月

９
日

以
降

イ

　

タ
リ

ア
に

お
い

て
拘

留
さ

れ
て

い
る
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は

　

２０
１
０
年

６
月
１５

日
に

終
了

し
た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２３

６８
号

（２
０１

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２０

１９

　

年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

　

会
特

別
手
配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
」

　　

Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
エ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（ ２
）

変
更

後



　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年

６
月

２
５
日

（
２
０
０
４
年

１
１
月

２
６
日
、

２
０
０
５
年

１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
７
年

１
０
月

１
７

　　

日
、

２
０
０
８

年
９

月
１
６
日
、

２
０
０
９
年

３
月

２
４
日
、

８
月

１
０
日
、

２
０
１
０
年

８
月

６
日
、

２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

　

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

プ
ロ

行
為

に
関

す
る

事
件

に
関

係
し

て
い

る
た

め
２
０
０
８
年

８
月

９
日

以
降

イ

　

タ
リ

ア
に

お
い

て
拘

留
さ

れ
て

い
た
。

２
０
１
５
年

２
月

２
４
日

に
イ

タ
リ

ア
か

ら
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に
追

放
さ

れ
た
。

国
連

　

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１８

２２
号

（２
００

８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０１

０
年

６
月
１５

日
に

終
了

し
た
。

国
連

安
全

　

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

　

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ

　　　　

：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

４

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－
６
６

（
サ

イ
ド

・
ペ

ン
・

ア
ブ

ド
ゥ

ル
ハ

キ
ー

ム
・

ペ
ン

・
オ

マ
ー

ル
・

ア
ル

・
シ

ェ

リ
ー

フ
（ Ｓ

Ａ
１
Ｄ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｈ
Ａ
Ｋ
１
Ｍ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｒ

Ａ
Ｌ
－
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
１
Ｆ ）

）

（ １
）

変
更

前

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（ ２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
７
年
１
２
月

２
１
日
、

２
０
０
９
年

１
月

３
０

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日

及
び
２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
、

Ｒ
ａ
ｄ
ｈ
ｉ
ｙ
ａ
ｈ

Ｍ
ａ
ｋ
ｋ
ｉ 。

２
０
０
８
年

２
月

７
日

に
、

イ
タ

リ
ア

・

　

ミ
ラ

ノ
上

訴
法

廷
に

て
テ

ロ
組

織
に

属
し

て
い

た
と

し
て

８
年
１
０
ヶ

月
の

懲
役

判
決

を
受

け
る
。

同
判

決
は
２
０
０
９



年
１

月
１
５
日

に
イ

タ
リ

ア
最

高
裁

に
て

認
め

ら
れ
、

２
０
０
８
年

２
月

を
も

っ
て

同
判

決
は

確
定

と
な

っ
た
。

服
役

後

に
イ

タ
リ

ア
か

ら
チ

ュ
ニ

ジ
ア

へ
強

制
退

去
の

予
定
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

５
月

６
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３６

８
号

（ ２
０ １

７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ

ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（ ２
）

変
更

後

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（ ２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
７
年
１
２
月

２
１
日
、

２
０
０
９
年

１
月

３
０

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日
、

２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
、

Ｒ
ａ
ｄ
ｈ
ｉ
ｙ
ａ
ｈ

Ｍ
ａ
ｋ
ｋ
ｉ 。

２
０
０
８
年

２
月

７
日

に
、

イ
タ

リ
ア

・

　

ミ
ラ

ノ
上

訴
法

廷
に

て
テ

ロ
組

織
に

属
し

て
い

た
と

し
て

８
年
１
０
ヶ

月
の

懲
役

判
決

を
受

け
る
。

同
判

決
は
２
０
０
９

　

‘
Ｆ

　

Ｉ

　

ロ
１

に
ロ

　

！
テ

　

ノ

　

々

　

ｎ
‐ ｉ
フ

者
１

１
互

生
砦

｝ ・
プ

÷？
′

登
刃

熱

　

ハ
あ

　　　

り
ｎ

ｎ
ｏ

左
ヒ

リ

　

白

　

ま
ノ

＊
・
ハ

ヴ
÷

だ…
『

車
＝

た！
≠
’
＋

ね
迄

　

し

　

子
〉

（
ゲ

　　

リ
ハ
１

つ
‘
Ｆ

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／



　　　

Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
－
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

５

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

６
７

（
イ

メ
ー

ド
・

ペ
ン

・
メ

ッ
キ

・
ザ

ル
カ

ー
ウ

ィ
ー

（Ｉ
Ｍ
Ｅ
Ｄ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｍ
Ｅ
Ｋ
Ｋ
Ｉ

　

Ｚ
Ａ
Ｒ
Ｋ
Ａ
Ｏ

Ｕ
Ｄ
）

（ １
）

変
更

前

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（ ２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
、

２
０
０
９
年

８
月

１
０

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日

及
び
２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
Ｚ
ｉ
ｎ
ａ

ａ
ｌ
‐
Ｚ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ 。

テ
ロ

組
織

と
関

連
し

た
犯

罪
の

共
謀

の
罪

で
２
０
１
０
年

２
月

１
日

よ
り

フ
ラ

ン
ス

に
て

服
役

中
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（ ２
０
０
８
年
）

に

基
づ

く
見

直
し

は
２
０
１
０
年

５
月

６
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（
２
０
１
７
年
）

に
基

づ

く
見

直
し

は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
．
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ

　

ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
－
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（ ２
）

変
更

後

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年

１
１
月

１
２
日

（
２
０
０
５
年

１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
、

２
０
０
９
年

８
月

１
０

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日
、

２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
Ｚ
ｉ
ｎ
ａ

ａ
ｌ
‐
Ｚ
ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｏ
ｕ
ｉ
。

イ
タ

リ
ア

・
ミ

ラ
ノ

上
訴

法
廷

に
て



７
年

１
ヶ

月
の

懲
役

判
決

を
受

け
る
。

２０
１
４
年

３
月
３１

日
に

早
期

釈
放

さ
れ

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第

　

１
８
２
２
号

（ ２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

５
月

６
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２ ３

６８

　

号
（ ２

０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国
際

　

刑
事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／

　

ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
エ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

６

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

６
８

（
力

マ
ル

・
ペ

ン
・

マ
ウ

エ
ル

デ
ィ

・
ペ

ン
・

ハ
ッ

サ
ン

・
ア

ル
・

ハ
ム

ラ
ウ

ィ

　

（Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｌ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｍ
Ａ
Ｏ
Ｅ
Ｌ
Ｄ
Ｉ

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ａ
Ｎ

Ａ
Ｌ
－
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ａ
Ｏ
Ｕ
Ｉ）

）

（ １
）

変
更

前

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、
２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
２
０
０
７
年
１
２
月

２
１
日
、

　

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日

及
び
２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
Ｋ
ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｓ
ａ
ｈ

　

ａ
ｌ
‐
Ｋ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ｒ
ｉ
。

国
外

退
去

命
令

発
出

予
定

（
同

　

命
令

は
、

２
０
０
７
年

４
月

１
７
日

に
欧

州
入

権
裁

判
所

に
よ

り
執

行
停

止
中
）
。

２
０
０
８
年

５
月

２
０
日

に
イ

タ
リ

ア
に

て

　

再
逮

捕
。

シ
ェ

ン
ゲ

ン
域

内
（
シ

ェ
ン

ゲ
ン

協
定

国
の

領
域

内
）

入
域

不
許

可
処

分
を

受
け

て
い

る
。

国
連

安
全

　

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

５
月

６
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

　

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

　

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ



ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
－
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（ ２
）

変
更

後

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（ ２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
、

２
０
０
７
年
１
２
月

２
１

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日
、

２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

母
親

の
名

前
は
Ｋ
ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｓ
ａ
ｈ

　

ａ
ｌ
－
Ｋ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ｒ
ｉ
。

国
外

退
去

命
令

発
出

予
定

（
同

命
令

は
、

２
０
０
７
年

４
月

１
７
日

に
欧

州
人

権
裁

判
所

に
よ

り
執

行
停

止
中
）
。

２
０
０
８
年

５
月

２
０
日

に
イ

タ
リ

ア
に

て

再
逮

捕
。

２
０
１
５
年

５
月

６
日

に
イ

タ
リ

ア
か

ら
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に
追

放
さ

れ
た
。

シ
ェ

ン
ゲ

ン
域

内
（
シ

ェ
ン

ゲ
ン

　

協
定

国
の

領
域

内
）

入
域

不
許

可
処

分
を

受
け

て
い

る
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１８

２２
号

（ ２
００

８
年
）

に

　

基
づ

く
見

直
し

は
２
０
１
０
年

５
月

６
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（
２
０
１
７
年
）

に
基

づ

　

く
見

直
し

は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

　

連
安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ

　

ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
エ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

７

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

７
１

（
ハ

マ
デ

ィ
・

ペ
ン

・
ア

ブ
ド

ゥ
ル

・
ア

ジ
ー

ズ
・

ペ
ン

・
ア

リ
・

ブ
ー

イ
ヒ

ア

　

（Ｈ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ
Ｉ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｕ
Ｌ

Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｚ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｌ
Ｉ

Ｂ
Ｏ
Ｕ
Ｙ
Ｅ
Ｈ
Ｉ
Ａ）

）

（ １
）

変
更

前

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
、

２
０
０
９
年

１
月

３
０



　　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日

及
び
２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
１
１
年

７
月

２
８
日

ま
で

イ
タ

リ
ア

に
て

服
役

中
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

　

議
第
１
８
２
２
号

（ ２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

２
１
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第

　

２
３
６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

　　

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ

　

ｔ
／
ｅ

Ｈ
ｏ
ｗ

ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

パ
ｉ
ｅ
ｗ

Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
－
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

　

（ ２
）

変
更

後

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
、

２
０
０
９
年

１
月

３
０

　　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日
、

２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
２
６
年

２
月

６
日

ま
で

イ
タ

リ
ア

に
て

服
役

中
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

　

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

６
月

２
１
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第

　

２
３
６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

　

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ

ｏ
ｌ

‐
ｉ

ｎ

　

ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

８

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

７
５

（
ヌ

ー
ル

デ
ィ

ン
・

ペ
ン

・
ア

リ
・

ペ
ン

・
ベ

ル
カ

ッ
セ

ム
・

ア
ル

ド
リ

シ
（Ｎ

Ｏ
Ｕ

Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ａ
Ｌ
工

　

Ｂ
Ｅ
Ｎ

Ｂ
Ｅ
Ｌ
Ｋ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｍ

Ａ
Ｌ
‐
Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｉ）

）



（ １
）

変
更

前

住
所

　

Ｖ
ｉ
ａ

Ｐ
１
ｅ
ｂ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｔ
ｏ

　

３
，

．Ｃ
ｅ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ
，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
、

２
０
０
７
年
１
２
月

２
１

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日

及
び
２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
１
０
年

５
月

５
日

ま
で

イ
タ

リ
ア

の
行

政
管

理
措

置
下

に
置

か
れ

て
い

る
。

シ
ェ

ン
ゲ

ン
域

内
（
シ

ェ
ン

ゲ
ン

協
定

国
の

領
域

内
）

入
域

不
許

可
処

分
を

受
け

て
い

る
。

母
親

の
名

前
は
Ｋ
ｈ
ａ
ｄ

ｉ
ｊ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
－
Ｄ
ｒ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ 。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
１
８
２
２
号

（２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

４
月

２
２
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の

　

ウ
ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ

　

ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（２
）

変
更

後

　

住
所

　

Ｖ
ｉ
ａ

Ｐ
１
ｅ
ｂ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｔ
ｏ

　

３
，

Ｃ
ｒ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ａ
，

ｌ
ｔ
ａ
ｌ
ｙ

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
０
３
年
１
１
月

１
２
日

（２
０
０
５
年
１
２
月

２
０
日
、

２
０
０
６
年

７
月

３
１
日
、

２
０
０
７
年
１
２
月

２
１

　

日
、

２
０
１
１
年

５
月

１
６
日
、

２
０
１
９
年

１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
０
８
年

に
、

国
際

テ
ロ

リ
ズ

ム
の

罪
で

６
年

の
懲

役
判

決
を

受
け

る
。

２
０
１
３



　

年
２

月
１
０
日

に
イ

タ
リ

ア
か

ら
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に
追

放
さ

れ
た
。

シ
ェ

ン
ゲ

ン
域

内
（
シ

ェ
ン

ゲ
ン

協
定

国
の

領
域

　

内
）

入
域

不
許

可
処

分
を

受
け

て
い

る
。

母
親

の
名

前
は
Ｋ
ｈ
ａ
ｄｉ

ｊ
ａ
ｈ

ａ
ｌ
‐
Ｄ
ｒ
ｉ
ｓ
ｓ
ｉ 。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議

　

第
１
８
２
２
号

（ ２
０
０
８
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
０
年

４
月

２
２
日

に
終

了
し

た
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３

　

６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

　

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ‐

ｉ ‐
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ ．

ｉ
ｎ

　

ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

９

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

２
０
３

（
ア

ッ
ザ

ー
ム

・
ア

ブ
ド

ゥ
ツ

ラ
ー

・
ズ

レ
イ

ク
・

ア
ル

・
マ

ウ
リ

ド
・

ア
ル

　

・
ス

ブ
ヒ

ー
（
Ａ
Ｚ
Ｚ
Ａ
Ｍ

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｕ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｈ

Ｚ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｋ

Ａ
Ｌ
‐
Ｍ
Ａ
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｄ

Ａ
Ｌ
－
Ｓ
Ｕ
Ｂ
Ｈ
Ｉ）

）

（１
）

変
更

前

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
４
年

９
月

２
３
日

（ ２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
Ｑ
Ｅ
－

１
）

の
数

多
く

の
幹

部
と

関
係

を
有

し
て

い
る
。

　

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
政

府
の

テ
ロ

に
よ

る
指

名
手

配
を

受
け

て
い

る
。

父
の

名
前

は
Ａ
ｂ
ｄ
ｕ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

Ｒ
ａ
ｚ
ｅ
ｅ
ｑ

ａ
Ｉ

　

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｅ

　

ｄ

　

ａ
Ｉ

　

Ｓ
ｂ
ｈ
ｕ
ａ 。

身
体

的
情

報
：

目
の

色
：

黒
；

髪
の

色
：

黒
；

肌
の

色
：

黒
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。

写
真

は
イ

　

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
に

含
ま

れ
て

い
る

も
の

を
利

用

　

可
能
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

　

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）
・

国
連

安
全

保
障

理
事

会
特

別
手

配
書

の
ウ

ェ
ブ

・



リ
ン

ク
：

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
．
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
－
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

　

（ ２
）

変
更

後

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
４
年

９
月

２
３
日

（ ２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
Ｑ
Ｅ
－

１
）

の
数

多
く

の
幹

部
と

関
係

を
有

し
て

い
る
。

　

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
政

府
の

テ
ロ

に
よ

る
指

名
手

配
を

受
け

て
い

る
。

父
の

名
前

は
Ａ
ｂ
ｄ
ｕ
ｌ
ｌ
ａ
ｈ

　

Ｒ
ａ
ｚ
ｅ
ｅ
ｑ

　

ａ
Ｉ

　

Ｍ
ｏ
ｕ
ｌ
ｅ

　

ｄ
ａ
ｌ

　

ｓ
ｂ
ｈ
ｕ
ａ 。

身
体

的
情

報
：

目
の

色
：

黒
；

髪
の

色
：

黒
；

肌
の

色
：

黒
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。

写
真

は
イ

　

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
に

含
ま

れ
て

い
る

も
の

を
利

用

　

可
能
。

国
連

安
全

保
障

理
事

会
決

議
第
２
３
６
８
号

（２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月
‐４

日
に

終
了

し
た
。

　　

Ｉ
Ｄ

番
号

：
１
０
２
４
０
２
６
１
８
７ 。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事

　　

会
特

別
手
配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．

ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐

　　

Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

ｌ
ｏ

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－
２
０
５

（
イ

ブ
ラ

ヒ
ム

・
ス

レ
イ

マ
ン

・
ハ

マ
ド

・
ア

ル
・

ハ
ブ

ラ
イ

ン
（Ｉ

Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｈ
Ｉ
Ｍ

Ｓ
Ｕ

　

Ｌ
Ｅ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｎ

Ｈ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ

Ａ
Ｌ
－
Ｈ
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｎ）

）

　

（ １
）

変
更

前

　　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
４
年

９
月

２
３
日

（ ２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　　　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ア
ブ

ダ
ッ

ラ
ー

・
ア

ッ
ザ

ー
ム

・
ブ

リ
ゲ

イ
ズ

（
Ａ
Ａ
Ｂ
）

（
Ｑ
Ｅ
－

６
８
）

の
爆

発



物
専

門
家

及
び

工
作

員
。

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
政

府
の

テ
ロ

に
よ

る
指

名
手

配
を

受
け

て
い

る
。

身
体

的
情

報
：

目

の
色

：
黒

；
髪

の
色

：
黒

；
肌

の
色

：
オ

リ
ー

ブ
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。

写
真

は
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
に

含
ま

れ
て

い
る

も
の

を
利

用
可

能
。

国
連

安
全

保
障

理

事
会

決
議

第
２
３
６
８
号

（ ２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ ．

ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
－
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（２
）

変
更

後

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
４
年

９
月

２
３
日

（２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

ア
ブ

ダ
ッ

ラ
ー

・
ア

ッ
ザ

ー
ム

・
ブ

リ
ゲ

イ
ズ

（ Ａ
Ａ
Ｂ）

（
Ｑ
Ｅ
－
６
８）

の
爆

発

物
専

門
家

及
び

工
作

員
。

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
政

府
の

テ
ロ

に
よ

る
指

名
手

配
を

受
け

て
い

る
。

身
体

的
情

報
：

日

の
色

：
黒

；
髪

の
色

：
黒

；
肌

の
色

：
オ

リ
ー

ブ
。

ア
ラ

ビ
ア

語
を

話
す
。

写
真

は
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
に

含
ま

れ
て

い
る

も
の

を
利

用
可

能
。

国
連

安
全

保
障

理

事
会

決
議

第
２
３
６
８
号

（２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

Ｉ
Ｄ

番
号

：
１
０
４
７
５
０
３
１

　

ブ
・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
‐
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ‐
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ

　

Ｓ



１
１

　

名
簿

記
載

者
公

告
番

号
Ｑ
Ｉ
－

２
４
１

（
タ

ラ
ッ

ト
・

モ
ハ

ン
マ

ド
・

ア
ル

ジ
ャ

ル
バ

（ Ｔ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｄ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

Ａ
Ｌ
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｂ
Ａ）

）

（ １
）

変
更

前

　

氏
名

　

タ
ラ

ッ
ト

・
モ

ハ
ン

マ
ド
、 ・

ア
ル

ジ
ヤ

ル
バ

（
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｄ

Ｍ
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｄ

Ａ
Ｌ
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｂ
Ａ
）

　

旅
券

番
号

　

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
旅

券
番

号
Ｅ
７
０
４
０
８
８

（２
０
０
３
年

８
月

２
６
日

発
行
、

２
０
０
８
年

７
月

２
日

失
効
）

　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
５
年

９
月

２
９
日

（２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
１
５
年

４
月

時
点

で
、

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
Ｑ
Ｅ
－
４
８）

と
し

て
掲

載
さ

れ
て

い
る
工
Ｓ
Ｉ
Ｌ

（
い

わ
ゆ

る
「
イ

ス
ラ

ム
国
」
）

の
国

境
担

当
責

任
者

で
あ

り
、

２
０
１
４
年

中
旬

時
点

で
、

Ｉ
Ｓ
工

Ｌ
の

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

お
よ

び
イ

ラ
ク

の
領

域
外

に
お

け
る

活
動

の
指

導
者
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、

欧
州

お
よ

び
中

東
か

ら
の
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
戦

闘
員

志
願

者
を

ト
ル

コ
か

ら
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
へ

移
動

さ
せ

る
便

宜
を

提
供

　

し
た
。

２
０
１
４
年

時
点

で
、

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

の
ア

ザ
ー

ズ
に

て
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
の

ゲ
ス

ト
ハ

ウ
ス

を
経

営
。

国
連

安

全
保

障
理

事
会

決
議

第
２
３
６
８
号

（２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

同
人

に
対

す

る
イ

ン
タ

ー
ポ

ー
ル

（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別

手
配

書
の

ウ
ェ

ブ
・

リ
ン

ク
：
ｈ
ｔ
ｔ

ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ
ｌ
．
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
‐
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
‐
Ｕ
Ｎ
－
Ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ
‐
ｌ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｓ

（ ２
）

変
更

後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



　

名
簿

に
記

載
さ

れ
た

年
月

日

　

２
０
１
５
年

９
月

２
９
日

（ ２
０
１
９
年
１
２
月

６
日

及
び
２
０
２
０
年

９
月

１
０
日

に
改

訂
）

　

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

　

２
０
１
５
年

４
月

時
点

で
、

イ
ラ

ク
の

ア
ル

・
カ

ー
イ

ダ
（
Ｑ
Ｅ
－
４
８）

と
し

て
掲

載
さ

れ
て

い
る
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ

（
い

わ
ゆ

る
「
イ

ス
ラ

ム
国
」
）

の
国

境
担

当
責

任
者

で
あ

り
、

２
０
１
４
年

中
旬

時
点

で
、

Ｉ
Ｓ
Ｉ

Ｌ
の

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

お
よ

び
イ

ラ
ク

の
領

域
外

に
お

け
る

活
動

の
指

導
者
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、

欧
州

お
よ

び
中

東
か

ら
の
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
戦

闘
員

志
願

者
を

ト
ル

コ
か

ら
シ

リ
ア

・
ア

ラ
ブ

共
和

国
へ

移
動

さ
せ

る
便

宜
を

提
供

し
た
。

２
０
１
４
年

時
点

で
、

シ
リ

ア
・

ア
ラ

ブ
共

和
国

の
ア

ザ
ー

ズ
に

て
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
の

ゲ
ス

ト
ハ

ウ
ス

を
経

営
。

国
連

安

全
保

障
理

事
会

決
議

第
２
３
６
８
号

（２
０
１
７
年
）

に
基

づ
く

見
直

し
は
２
０
１
９
年
１
２
月

４
日

に
終

了
し

た
。

Ｉ
Ｄ
番

号
：
１
１

２
１
６
２
８
４
１
４ 。

同
人

に
対

す
る

イ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
（
国

際
刑

事
警

察
機

構
）

・
国

連
安

全
保

障
理

事
会

特
別
手
配
書

の
ウ

ェ
ブ

・
リ

ン
ク

：
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｏ

Ｌ
ｉ
ｎ
ｔ
／
ｅ
ｎ
／
Ｈ
ｏ
ｗ
－
ｗ
ｅ
－
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
／
Ｎ
ｏ
ｔ
・
ｃ
ｅ
ｓ
／
Ｖ
ｉ
ｅ
ｗ
－
Ｕ
Ｎ
‐
Ｎ
ｏ
ｔ
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